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会計管理者 西 珠 生

午前９時００分開議

○議長（井藤 稔君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員数は１０名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開き

ます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

・ ・

日程第１ 一般質問

○議長（井藤 稔君） 日程第１、一般質問を行います。

まず初めに、通告者の紹介をさせていただきます。

通告１番、議席番号８番、松田悦郎議員、通告２番、議席番号２番、山路有議員、通告３番、

議席番号４番、三島尋子議員、通告４番、議席番号７番、前田昇議員、以上４名の皆さんです。

通告順に質問を許します。

議席番号８番、松田悦郎議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） おはようございます。８番、松田です。

最初に、コロナの関係でありますが、現在、感染者数は日本では７万人を超えていますし、鳥

取県での感染者は２２名であります。また、今後も第二波、第三波も来るのではないかと言われ

ております。幸いにも日吉津村ではいまだ感染者はおられませんが、しかし、油断をすれば、今

にも感染者が出そうであります。早くワクチンができ、一日も早く終息し、平和な世界になるこ

とを祈っております。

では、一般質問に入ります。今回の質問は、タクシー料金助成の拡大と家庭ごみ指定袋の無料

配布について、２問質問いたします。

最初に、タクシー料金助成の拡大について質問いたします。

今、村で行っているタクシー料金一部助成事業は、県内自治体の中では優遇された施策である

ことは評価しております。しかし、この事業の対象者である７５歳以上でありながら、日中仕事

の方と同居してるだけで、かかりつけの病院を利用できるタクシー券の助成が受けられないこと

には疑問に思っております。

このタクシー券助成についての規則は、日吉津村重度心身障がい者等社会参加促進事業に関す

る規則でありまして、村内に住所を有する者で、心身に重度の障がいの方であって、かつ村民税
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非課税者であります。これは、日常生活と社会活動の参加促進を図るものであります。

この内容は、利用券１枚につき５００円で、１か月に４枚交付され、申請月からその年度末ま

での月数を乗じた枚数を一括交付する事業であると記載してあります。また、その後に改正され、

平成２５年度からは家族全員が運転免許証や自家用車を所持されていない６５歳以上の世帯も対

象となり、２７年度からは７５歳以上の高齢者のみの世帯にも拡大されました。これにより、タ

クシー券助成制度により、高齢運転者の交通事故が社会問題化している中で、運転免許証を自主

返納した方がマイカーに依存することなく移動でき、充実した生活を続けられるよう、社会の実

情に応じた、的確な事業であります。

しかし、日吉津村では、同じ７５歳以上である高齢者の方でも、同居人が現役世代で、日中仕

事で家におられない場合はタクシー券助成の対象になっておらず、交付は受けられません。ただ、

他県のある自治体では、タクシー券助成交付条件の中に、同居の家族が日中仕事で外出支援を受

けられない方にも交付されているところがあります。７５歳以上の高齢者が若い方と同居してい

る場合にもタクシー券一部助成の対象として外出支援を行うべきであり、同じ７５歳以上の方で

も交付が受けられないのは不公平であり、この事業内容の拡大を検討すべきと思うが、考えを伺

います。

次に、家庭ごみ指定袋の無料配布について質問いたします。

村では、新型コロナ感染症対策事業として、子育て世帯への臨時特別給付金や感染症予防用品

配布事業、感染防止用品購入事業など、多くの事業を実施しております。それに対して、感染症

対策として、全家庭にごみ袋無料配布事業を追加し、さらに子育て世帯や高齢者介護でおむつを

使用している世帯にごみ袋無料配布を実施すべきと思います。

今、鳥取県が推奨している新しい生活様式の下、社会経済活動の再開に向けているところです

が、今後も第二波、第三波の到来が懸念されている状況です。

現在、全国で多くの市町村がコロナ関係でごみ袋無料配布事業を行っていますが、北栄町では

ごみ袋の全戸配布の報道が新聞に掲載されておりました。その配布理由は、ステイホームで家庭

内のごみも増えるし、特産のスイカの皮が出るので、町民の皆様から実用的な支援で大変喜ばれ

ているようでした。

境港市では、以前から、６５歳以上で常時おむつを使用している方で、市民税非課税世帯の家

庭には紙おむつの購入費の補助や、１歳未満の子供さん家庭にはおむつ代の補助を行っておりま

す。

米子市では、指定ごみ袋の負担軽減措置として、福祉サービスや子育て支援の一環として可燃
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ごみ専用指定ごみ袋を支給することとし、支給対象となる世帯に指定袋無料引換券を配布してお

ります。

日吉津村でも、新型コロナ感染症緊急支援として、不要不急の外出を控えながら在宅で奨励す

ることの目的で、一般家庭を対象としたごみ指定袋の無料配布事業を行っていただきたい。

次に、子育て・高齢者介護支援事業として、満３歳未満までの乳幼児を持つ世帯やおむつを使

用している高齢者を介護している家庭を対象として、年間一定枚数を無料配布し、一定枚数の配

布数を超えた場合には購入をお願いするなどの施策を実施していただきたい。

これらの事業は真に困っている人への救済措置でありますし、ごみの減量の努力をしてもなか

なかできない世帯など、それぞれの家庭事情に合わせながら、一般家庭にはコロナ関係でごみ袋

の無料配布と、子育て、高齢者には、年間を通じてごみ袋を配布すべきと思いますが、考えを伺

います。以上で終わります。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） おはようございます。一定の距離もあり、換気も取られていますので、

マスクを外させていただいて、答弁させていただきたいと思います。

まず、本日トップバッター、松田議員からの一般質問にお答えをしてまいりたいと思います。

１点目、タクシー料金助成の拡大をということでございます。現在７５歳以上の方で、若い人

と同居をされている場合には対象となっていないタクシー助成の対象に、若い方と同居している

場合も含めるべきではないかという御提案をいただきました。

まず、この事業でございますが、心身に重度の障がいがある方や高齢者のみの世帯に、日常生

活の利便性と社会活動の参加促進等を図り、障がい者等の福祉の増進に資することを目的として、

タクシー利用券によるタクシー料金の一部助成を行っているものでございます。この要件等につ

きましては、先ほど議員からも御紹介がありましたけれども、対象としまして、身体障害者手帳

１級及び２級、療育手帳のＡ、精神保健福祉手帳１級をお持ちの住民税非課税の方、それから７

５歳以上高齢者のみの世帯、次に６５歳以上７４歳以下の高齢者のみの世帯で、世帯全員が運転

免許または自家用車を所有していない世帯という方々を対象に事業を行っているものでございま

す。

こちらにつきまして、７５歳以上の高齢者のみ世帯では、対象世帯に比較しまして利用実績を

申し上げますと、平成３０年度は４５％、令和元年度は４７％ということでございます。実際こ

れが利用対象世帯のうち利用された世帯ということになりますけれども、この実際利用されてい

る世帯は約半分、半分以下ということで、必ずしもこれが多いという状況ではないのかなという
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ふうに認識をしています。まず一つは、この利用状況について点検をしてみる必要があるのでは

ないかなというふうに考えているところでございます。

あわせまして、生活支援体制整備事業における協議体での取組を行っておりまして、この中で、

令和元年度から移動・外出支援についての協議を始めたところでございます。

この具体的な内容としまして、高齢者からの個別相談や独居、高齢者のみ世帯への聞き取りな

どから、買物、それから通院に対しての支援のニーズがあるということを把握をしているところ

でございます。これは、対象となる方の状況に応じるところもございますが、移動手段の問題の

みではなく、付添いの支援も必要である方もあるということでございまして、こちらにつきまし

ては、協議体におきまして、既存のサービス、社会福祉協議会が行います有償サービスなどの柔

軟な対応ができないかということで検討をしているところでございます。

また、移動手段があれば付添いがなくても外出ができる方につきましては、令和２年度より、

この協議体の中におきまして、地域のサロン、例えば公民館等ですけれども、サロンまでの移動

支援ということに課題を絞って、協議、検討を開始しているところでございます。この住民主体

のサロンまでの移送が実現をすれば、買物等への移送へ拡充することも検討し得るのではないか

というふうに考えているところでございます。

この協議体での検討につきましては、買物、通院への支援ニーズが多い状況という中ではござ

いますが、まずは担い手の協力が得られやすいと考えられます、ついでの公民館までの移送から

仕組みづくりの検討を開始したところでございまして、顔なじみの関係を生かした住民主体の移

送サービスの構築を目指しているところでございます。

タクシー券助成の拡充につきましては、先ほど申し上げた現在の仕組みを点検をしながら、対

象年齢や同居家族の有無の検討に加え、免許を返納した方へのサービスの提供の在り方、それか

らバス等の公共交通機関の利用促進、先ほど申し上げました住民主体のサービスの仕組みづくり

など、総合的にこれは検討していく必要があるのではないかというふうに考えているところでご

ざいます。

次に、家庭ごみ指定袋の無料配布についての御質問でございます。こちらにつきまして、まず、

ごみ袋の有料化、これは、排出者の皆さんのごみに対する意識を高めていただき、ごみの減量化

と資源化、リサイクルを推進することが主の目的で行っている事業でございます。それを前提に、

このたびのコロナ感染拡大という状況を踏まえて、この４月から７月までのごみ処理量について、

村でのデータを見てみたところでございます。

４月から７月までのごみの処理量は、前年より増加をしているという状況でございます。これ
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は全体量、４月から７月までの４か月平均で村内の可燃ごみが５⒈２トン、これが前年は４⒏２

トンということで、３トン増加をしているという現状でございます。これ、一昨年と昨年を比較

しますと、３０年から３１年にかけては⒈６トン増加をしているという現状でございます。なの

で、いずれも増加をしていますので、どこまでがコロナの影響かということは一概には言えない

部分はありますけれども、一定コロナで外出を控えられて、そのことがごみの増加の要因の一つ

になっているのではないかというふうに推測をするところでございます。

一方で、４月には緊急事態宣言が全国に出されまして、在宅を推奨するというようなことだっ

たわけですけれども、この在宅が増えて、ごみ量がそれに伴って増加をするということにつきま

しては一定理解をするところではございますけれども、一方で、この感染症が蔓延するという想

定の下では、ごみの回収、収集であるとか処理に係るＢＣＰ、業務継続ということで、携わる人

たちが感染をしないということを目的に、人数を減らして業務を行ったりするということも想定

をされる、こういった観点から、処理能力が通常よりは下がってくるということも想定をされる

ところでございます。そういった場合には、やはり村民の皆様に対しても、ごみの減量について、

改めてお願いをしないといけないというようなことも考えられるところでございます。

以上のようなことを踏まえつつ、感染予防、感染拡大防止ということを第一に考えながら、こ

れはよく検討していく必要があるというふうに考えております。

もう１点の子育て、あるいは介護ということで、紙おむつを利用しておられる世帯を対象に施

策を考えてはどうかという御提案でございます。こちらにつきましては、子育て施策、それから

在宅での介護を支援をするような取組の一環として、これは新年度に向けて検討してまいりたい

というふうに考えております。

以上で松田議員からの答弁に代えさせていただきます。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） ありがとうございました。

まず、タクシー券につきましては、総合的に検討したいということなんで、ひとつよしなに検

討をお願いをしたいと思います。その中で、今、社協の車をどうのこうのという話があったんで

すけども、結局タクシー券を利用するのは急遽の場合がほとんどなんで、公民館へ行くだとか、

あっちこっちに行くだとかという予定の中での手段ではないんで、その点も含めて検討をお願い

したいなと思います。

それで、３０年にタクシー券についての質問があって、その中で、当時の村長が、今イオンを

結んでいるバスとタクシー券を組み合わせながらやっていただきたいなということで、結局は、
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同居人がおられて、仕事に行っておられる間もバスが通りますよという言い方ではなかったのか

なと思うんですけども、このバスが全てのところに止まるのかといったらそうではないので、病

院にしたって大きい病院しか止まりませんので、個人的に行くのは自分の指定した病院に行くの

が目的でありますので、その辺も含めて考えますと、イオンを結ぶバスとタクシー券利用すると

いうのは、的を射とるような感じですけども、個人としては非常に難しいなというところから今

回質問したわけですけども、まず、タクシー券の、今、村長が言われました利用者さんの数と申

請率、この４５％というのは申請率でしょうか、この辺のことを再度お願いできますか。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 松田議員の御質問にお答えします。

先ほど村長が答弁いたしました利用実績でございますが、令和元年度の利用が、障がいの方が

１５名、７５歳以上の高齢者のみ世帯が４５世帯、それから６５歳以上で７４歳以下の高齢者の

み世帯が９世帯の６９世帯ということになっておりまして、それが対象となる方に対して、真に

その実績、使われた方が４５％であったり４７％であるという意味でございます。以上です。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） これは聞いたことがあるかもしれませんが、この利用券の交付と

いいますのは、１か月４枚、１年間で一括支給であれば２万 ０００円になるんですけども、１

回に２万 ０００円分の利用というのはできたんですかい回、ちょっとお聞きしたいと思います

が。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 松田議員の御質問にお答えします。

１回につきましては５００円の１枚ということだけでございますので、一括では使えないとい

うことです。

○議員（８番 松田 悦郎君） 使えない。

○福祉保健課長（小原 義人君） はい。以上です。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） 最初の質問にも言いましたけども、他県で、ある自治体では、こ

の交付の支援条件が、外出支援を受けることが困難な方にもタクシー券の交付条件をという規則

を決めてあるところがありますが、この実施しとる市町村なんていうのは理解、理解というか、

御存じでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。
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○福祉保健課長（小原 義人君） 松田議員の御質問にお答えします。

県外のどこの市町村ということは把握はしておりませんけれども、一応、県内市町村の全てに

つきまして、どういう助成をしているかということは把握しております。その中で、確かに、松

田議員のおっしゃいますように、同居の家族という条件がないところもございます。そこにつき

ましては、見てみますと、大体中山間地であったりといったところでありまして、同居という条

件はないんですけども、例えばバス停に行くまでに２キロ以上離れた世帯だよというようなとこ

ろがありまして、やはりそこではそれなりの不便なところというところで、そういう条件になる

のかなというようなところから、うちと比較して、うちでいえば、２キロ離れたとこっていうの

はほとんど端から端ですので、そういう条件も、日吉津の環境なんかも加味した上で、一応これ

からの検討もしていきたいなというふうには考えているとこでございます。以上です。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） 次に、この規則の内容について質問をしてみたいと思いますが、

まず最初に、規則の第２条の対象者の中で、この対象者というのは住民税非課税者とあります。

調べてみましたら、いろんな自治体もこの辺で非課税者でということは指定してないところもあ

るんですが、日吉津村で非課税としたというところの説明をしていただきたいなと思うんですが。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 松田議員の御質問にお答えします。

住民税非課税ということにつきましては、経済的な援助がやはり必要だろうという、そこの視

点でございます。以上です。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） 次に、この規則をこの質問のために調べたんですが、非常に難し

い名前の規則ですが、これはほとんどがタクシー券の関係ではないかなと思うんですけども、こ

のやつをもうちょっと分かりやすい規則名にしたらどうなのかなという提案なんですけども、全

国で調べたところの規則名を見ますと、障がい者交通費助成だとか、福祉タクシー利用料金に関

する規則だとか、福祉タクシー等料金助成事業実施要綱とか、障がい者福祉タクシー利用料金助

成規則だとか、重度障がい者タクシー料金助成事業などがありますが、大体にこの中身は「タク

シー」という字が入っておるんですが、日吉津村のこれに関する規則の中には題名に「タクシ

ー」の名前がないんで、これをもうちょっと分かりやすいように名前を変えたらどうかなと思い

ますが、いかがでしょう。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。
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○福祉保健課長（小原 義人君） 松田議員の御質問にお答えします。

確かにこの事業名を聞いただけでタクシー助成ということは分かりにくいと思いますけれども、

ここの趣旨がやはり障がいのある方や高齢者のみの方の日常生活の利便性、そして社会活動の参

加促進を図るということが大きな狙いですので、設立当時、つくった当時に、その事業名でした

ということだと思います。規則の変更につきましてはなかなか、分かりやすいとか、そういった

御意見があるということを踏まえながら、ちょっと検討はしてみたいと思います。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） この規則の中、読んでいましたら、さっき言いました７５歳以上

の高齢者のみの世帯というのが記述の中に入っていませんが、これは今後補足されるんですか。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 松田議員の御質問にお答えします。

もし現状と違っているものであれば、それは不備があるということですので、すぐ改正をする

必要があると考えております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） この規則の第２条に助成の制限という中で、違反した場合には全

て返還させるとともに、タクシー料金の全部または一部を返還させるとありますけども、今まで

にこのような事例は発生しておるんでしょうか、どうでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 松田議員の御質問にお答えします。

今までそういった不正で返還をしていただいたという実績はありません。

○議員（８番 松田 悦郎君） ありません。

○福祉保健課長（小原 義人君） はい。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） では、ごみ袋の関係に行きたいと思いますが、最初に、私が今３

歳未満の幼児ということを言ったんですが、３歳未満の乳幼児の世帯とおむつを使用している高

齢者の介護をしている家庭数というのは、およそには分かりますか。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 松田議員の御質問にお答えします。

今ちょっとここではその数が把握できておりません。申し訳ございません。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。
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○議員（８番 松田 悦郎君） 次に、今、コロナの関係で、家庭の経済的負担を少しでも軽減す

るようにということで、ごみ袋を一般家庭に配布と、それから子育て・高齢者世帯には年間無料

配布ということで質問したんですが、日吉津村ではごみの量はどうなってるんですかというふう

に聞こうかと思ったりしたんですが、どうも、いろんな状況を見ながら、増えてきておるという

ことなので、この辺を含めて、全国的にも増えたということで無料配布事業をやっておる自治体

も多いですので、その辺を含めて、今後検討をお願いをしたいなと思います。

それから、これ、あるニュースで見ましたけども、認知症の高齢者や重度の障がいのある方で、

紙おむつを必要としている家庭や新生児のいる家庭では、１日に１０枚前後のおむつを使用して

おられるというふうに聞いております。湯梨浜町では３歳未満の乳幼児家庭や要介護状態の人で

紙おむつを使用している世帯にごみ袋５０枚を無料配布しているようでありますが、この負担は

年間で考えますと非常に多くの負担がかかるんで、ひとつその辺も含めて、無料配布をお願いし

たいなと思うんですが、先ほど村長からも、ごみ処理に関する作業の関係も含めて、いろいろ考

えてみたいというふうにもありましたが、これについては見解はどうなんでしょう、１０枚前後

も使っているという現状は。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。先ほど答弁をさせていただきました。コロナウイル

スが蔓延をしている中では、やはりごみを社会的に処理をしていく能力が下がっていくことも想

定をされるということでございます。

あと１点、そもそもこの有料化というのが、やはりごみの量を減らしてみんなでいきましょう

というのが趣旨で有料化になっているものと認識をしています。その辺りの前提も踏まえながら、

コロナが蔓延したときの対策としての無料配布という件と、あとは、後段でもおっしゃいました

子育て、あるいは介護世帯への支援ということは、少しこれは別で考える必要があるかなという

ふうに思っています。コロナ対策としての事業と、あとは子育て・介護対策の事業ということで

分けて考える必要があるかなというふうには思っています。

どれぐらいの量が必要になってくるかというようなことにつきましても、今後検討していく観

点かなというふうに思っていますけれども、一番最初に申し上げました基本的な考え方としては、

やはりごみを減量していきましょうという考え方はあるということを認識をした中で、こういっ

た支援策というのも考えていきたいというふうに今考えているところでございます。以上でござ

います。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。
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○議員（８番 松田 悦郎君） 確かに、村長が言われるように、ごみの減量化には誰もが、村民

の皆さん方全体が考えておられるとは思いますけども、しかし、そうはいっても、なかなか不要

不急で家を出れないという方につきましては、ごみの量もだんだん増えてくるのかなと思ってお

りますし、大体にコロナの感染症対策事業として何項目か上げられておりますが、つくりました

けども、一番最初に子育て世帯の臨時特別給付金がコロナの関係で出てますので、この辺も出て

ますので、乳幼児のごみ袋についてはしませんよというような言い方されるんかなと思って、ち

ょっと返答を考えておったんですけども、そもそも、調べてみましたら、非常に多くの自治体が

ごみ袋の無料配布事業をやっておりますんで、まず私が聞きたいのは、不思議に思うのは、コロ

ナ感染症対策事業を決めるときに、なぜごみ袋の無料配布という事業というのは浮かんでこなか

ったのかなと思うんですが、その辺は何か理由があってのそれを入れてなかったのかどうなのか、

お聞かせ願いたいと思いますが。

○議長（井藤 稔君） 矢野住民課長。

○住民課長（矢野 孝志君） 松田議員の御質問にお答えします。

ごみ袋の件で、コロナ対策ということでは当初から念頭にありませんで、村長が申し上げてる

とおり、減量化という視点がございましたので、この辺のコロナの関係では考えておりませんで

した。以上でございます。

○議長（井藤 稔君） 松田議員。

○議員（８番 松田 悦郎君） もう最後ですけども、減量化は、今さっき言ったように、誰も彼

もが分かっておりますけども、ネットで調べてみたら、ほとんどの自治体でこの無料配布をして

おります。これがなぜ日吉津村でできんかったかというのが非常に不思議でありまして、その中

で、新聞見とったら、北栄町だかが急に新聞まで載ったと、無料配布したということなので、無

料配布するだけで新聞に出るなんていうことはまずなかったんですけども、ネットでほとんどの

自治体がやっております。だけえ、この辺を含めて、村長も検討すると言われておりますので、

これを早急に検討していただいて、いい日吉津村にしていただきたいなと思います。以上で終わ

ります。

○議長（井藤 稔君） 引き続いて、一般質問を行います。

議席番号２番、山路有議員の質問を許します。

山路議員。

○議員（２番 山路 有君） おはようございます、２番、山路です。先ほど村長が言われまし
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たように、質問者、マスクを取ってもよろしいということになっておりますので、マスクを外さ

せて行わせていただきます。

２番、山路ですけども、ただいまから私の一般質問を行います。

議員生活２５年が過ぎたところであります。この間、一般質問で印象に残ったものとして、平

成１５年に行った町村合併に関わる質問であります。当時は、議員生命をかけた質問であったと

思っております。結果的には、単独存続が実現したところであります。これはあくまでも結果で

あって、当時は非常に緊張した中での一般質問であったというふうに思っております。今、その

保存版を見てみますと懐かしく思うところで、あの当時は若かったなというふうに思い返すとこ

ろです。

さて、このたびの一般質問は、それに次ぐ一般質問であると思っております。準備にこれまで

以上に時間をかけ、進めてまいったところであります。常に基本は村民の声の代弁者であること

に心がけ、本日の一般質問に臨みたいという気持ちであります。

本日は２問質問をいたします。１点目は、コロナ禍から村民を守る施策をということをお聞き

します。２点目は、うなばら荘指定管理継続判断はということで、この２点についてお伺いした

いと思います。

それでは、早速、最初の質問に入ります。コロナ禍から村民を守る施策をということで質問を

いたします。

８月７日現在、これは一般質問を私が提出した頃のことを列記しておりますので、多少数字が

違うと思いますけども、鳥取県下の新型コロナウイルス感染者発生状況、米子市で発生し、２１

人目となると。現在は２２となっております。西部圏域においても一気に緊張感が高まるという、

こういう状況でした。特に東京、大阪、沖縄県など、緊急事態であります。また、多くの地方都

市にも市がりつつあります。全国的には、この当時は１日に ４００人以上が全国で市性市者が

発生するということで、非常に危機感を持っていたところであります。今後、寒くなってからの

感染者はますます増えるものとされております。村民を守る施策を提言するとともに、行政の対

応をお伺いしたいと思います。

まず１点目が、役場職員、特に課長級ともなれば、首都圏に出張等は避けられないというふう

に私は思っております。令和２年、今年４月以降、首都圏に出張された方はいるのかと、これは

資料提供をいただいております。

続いて、２点目は、その職員が帰村されたとき、つまり日吉津に帰られたとき、ＰＣＲ検査等

を受けておられるのかと。抗原検査もありますけども、要はＰＣＲ検査、一番確実なのはこれで
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すので、この検査されているのか。

３点目が、現状では陰性を確認するためのＰＣＲ検査はできないと。しかし、自費で行う場合

はその限りでないと。これは鳥取県、米子保健所、各対応窓口の見解であります。であるならば、

公費でＰＣＲ検査等を行うと、結果が出るまで２日間程度、自宅待機とすると、今後このような

対応ができなければ首都圏には出張等はできないと、最低限の対応ではないかと思いますけども、

この辺り、見解をお聞きしたいと思います。

続いて、４点目は、各世帯の消毒液がなくなる時期でもあります。そのように、本当に私も見

ております。啓発の意味も含めて、自治会の協力も得て、各世帯に無料配布すべきでないかと、

この辺りの見解をお聞きしたいと思います。

続いて、大きな２点目、うなばら荘指定管理継続判断はということでお伺いしたいと思います。

新型コロナ禍において、民間企業、特に西部の近隣町村の旅館、ホテルの営業努力は、頭が下

がるところであります。このような中にあって、うなばら荘の営業努力が目に見えないと、これ

が多くの村民の声であります。指定管理継続に疑問の声が多くなってきたというふうに私は理解

しております。

そこで、まず１点目、休業期間、４月２１日から６月３０日まで７０日間、職員の営業努力は

あったのか、また、今後の取組はあるのかと。できたら、今後の取組はということは、村長、申

し訳ないですけど、できることならこの休業期間だけにしてほしい、答弁を。でないと、私も限

られた時間でできないようになるんで、もしできるんならば、今後の取組は答弁は私は要らない

と思ってるんで、その辺り、もしできたらよろしくお願いしたい、できたらでいいです。

２点目が、平成２７年度、定２制、つまり西部市域に納入する２ ５００万円となったわけで

すけども、それ以降、令和元年までの補助金２は、つまり赤字補填、税金から幾らしたのかとい

うことをお聞きしたいというふうに思います。

それから、３点目が、令和２年度の村補助金の見込みはという、また、その補助金２で、理事

長、村長の判断はあるのかと。私も試算しております。つまり、判断というのは、撤退する判断

があるのかということをお聞きしたいというふうに思っております。

次、４点目が、サウンディング型市場調査状況はということでお伺いしたいと。このような資

料が提出されるということについて、うなばら荘理事長、村長はどのような理解をしているのか。

また、このような資料が提出されるということは、これまでの非公募、公募となる理解でよいの

か。非公募から、これまでは非公募で、一時公募もあったんですけど、公募となる理解でよいの

かということでお聞きしたいと思います。
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５点目は、指定管理者納入金 ５００万、これ、６月議会でこの２を西部市域で少し減免して

もらうということを、総務課長、うなばら荘会計責任者、何とかこの２を下げてもらうというこ

とを私の６月の一般質問で言っておられます。その後、何の返答もありません。このような状況

は今どうなっているのかということをお聞きしたいと思います。

以上、非常に私も限られた時間ですので、手短な答弁でお願いしたいというふうに思います。

よろしくお願いします。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） それでは、山路議員からの御質問にお答えをしてまいります。

まず１点目、コロナ禍から村民を守る施策をということで御質問をいただきました。職員の首

都圏等へのコロナ禍での出張に関する御質問だというふうに受け止めたところでございます。

こちらにつきまして、まず、職員の出張等、コロナでの対応につきまして、４月に発令されま

した緊急事態宣言が解除されまして、６月１９日から県をまたぐ移動等が緩和されたわけでござ

いますけれども、その後におきましても、感染が拡大している地域へ出張する際には、三密を避

ける等、感染予防に万全の注意を払って実施するようにして、徹底をしているところでございま

す。とはいえ、極力控えるようにということで指示をしているところでございます。

あわせて、職員の健康観察、これは出張するしないは別としての対応でございますけれども、

毎日検温を行って、少しでも症状がある場合には休んで様子を見るように指導しているところで

ございます。

そういった対応をしている現状と申し上げた上で、出張について、４月以降、首都圏への出張

等があったかという質問でございますけれども、こちらにつきましては、議員のほうには資料を

お出ししておりますが、２名出張しております、村長と福祉保健課長、日にちは、村長が７月１

４日から１６日まで、内容としては、協議及び国への要望活動、行き先は、内閣府及び国土交通

省でございます。福祉保健課長につきましては、７月１４日から１５日まで、これは協議のため、

行き先は内閣府でございます。そのほかの職員で県外出張はございませんでした。

この職員が帰ってきたときにＰＣＲ検査を行っているかという御質問でございますが、ＰＣＲ

検査は行っておりません。

ＰＣＲ検査につきましての考え方を申し上げさせていただきます。現在、ＰＣＲ検査につきま

しては、症状が出まして、発熱・帰国者・接触者相談センターに相談をされるなどした結果、医

師が診断上必要と認められた場合、または感染症法に基づく積極的疫学調査、いわゆる濃厚接触

者というふうに認められた場合に、この確定検査が行われているという状況だと認識をしており
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ます。一方で、症状は出ていないが、その不安、例えば今回のように首都圏に行ってきて、帰っ

てきたので、不安なので検査をするというような検査、自費検査というようなこともございまし

たが、こちらにつきましては、現時点では現実的ではないと考えているところでございます。

その理由といたしまして、県内のＰＣＲ検査体制が、都会のほうでは一定診療所等でも受検で

きるような体制ができているというような報道も見るところでございますが、県下におきまして

は、この体制が、都会ほどどこでも受けられるような体制が整っていないのではないかという点

でございます。

もう１点は、これは今後、検査が身近になった場合にも言えることだと思いますけれども、Ｐ

ＣＲ検査受検での陰性の確認というのは、その時点での安全性を確認できるものでして、今後の

安全性を保障するものではないということで、つまり、発症して、その前２日とか言われてます

けども、その期間であれば、検査をした結果、市性というような結果が出る確率が高いと言われ

ていますけれども、全く無症状なときに受けたとしても、これは検査としても結果に表れないと

いうことが言われているところでございます。なので、このときに帰ってすぐに検査をして陰性

だったからといって、じゃあ大丈夫だということで行動を慎まずに行っていくということは、こ

れは今後も、この検査体制が充実をしてきた後も注意をしていく必要があるのではないかという

ふうに考えているところでございます。

８月２８日に、国の新型コロナの対策本部で、今後の取組について決定がされたところでござ

います。その中で、検査体制の拡充というのもうたわれております。今後、県が中心となって、

検査体制の拡充が図られていくものと考えています。まずは医療機関であるとか高齢者施設、一

定の高齢者や基礎疾市がある方など、いわゆるクラスターの防止であったり重症化の防止が優先

されつつ、自費検査についても全体の中で検討をされていくのではないかというふうに考えてい

るところでございます。

感染が拡大している地域の出張等につきましては、今後も基本的には必要がある場合のみ出張

をしていくべきと。そして、出張した場合には、三密を避ける等、感染予防には引き続きまして

万全の注意を払っていくということが重要かと思っています。予防対策を徹底をしていくことが

新型コロナウイルス感染症の早期終息につながると考えられることから、今後も予防対策を徹底

をしてまいりたいというふうに考えております。

次に、消毒液を各世帯に無料配布してはどうかという御提案でございます。こちらにつきまし

て、新型コロナウイルス感染症の予防対策として、自治会の協力を得て、各世帯にこれをすべき

ではということでございますけれども、新型コロナウイルス感染症の予防対策として、手、指の
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消毒は有効であり、三密を避けることなどと併せてお願いをしているところでございます。ぜひ

これは各家庭においてもそれぞれで準備をいただき、感染予防に引き続き努めていただきたいと

考えております。

次に、大きな２つ目のうなばら荘指定管理の関係の御質問でございます。うなばら荘の経営状

況等々についての御質問でございます。

こちらにつきましては、うなばら荘、３月初めからコロナ禍でキャンセルが相次ぎまして、４

月１６日には国の緊急事態宣言が全国に発せられたことから臨時休館、うなばら福祉事業団から

西部市域行政管理組合に申請をして、６月いっぱい休館をさせていただいたところでございます。

この間の営業努力、取組ということについての御質問だったかと思いますけれども、営業再開に

向けまして、コロナの対策ということで、うなばら荘で感染予防ガイドラインを策定し、日帰り

入浴の人数制限だとか営業時間の変更、それからフロントや宴会場のアクリル板設置、それから

検温、手指消毒の徹底など、対策を行ってまいったということ。あとは、これは売上げプランの

関係になりますけれども、営業再開に併せまして、これは村の事業になりますが、６５歳以上の

方を対象にうなばら荘の利用券を配布させていただきました。うなばら荘のほうでは、それを利

用した村民プランなどの実施、あるいはキャッシュレス決済の導入などということにも取組をし

てきているという状況でございます。

その後、営業再開をしたわけですけれども、７月末ぐらい、全国でも、また県内でも感染が続

いて発生したという状況もありまして、キャンセルが相次いだという状況でございます。こうい

った状況も受けまして、８月末からは市町村職員共済組合の利用券を活用し、注文による弁当の

テークアウト事業を開始したところでございます。そのほか、職員一丸となって、知恵を絞って

努力を最大限してまいりたいと考えているところでございます。

今後、村から、村内の飲食店等で使えます食事や宿泊等の補助券の発行も予定をしております

し、うなばら荘でも独自のプランを考えているところでございます。ぜひ、村民の皆様方にもう

なばら荘御利用をいただきたいというふうに考えております。

次に、うなばら荘の２７年度以降の村からの補助金につきまして、こちらにつきましても、議

員には資料を提出をさせていただいております。

平成２７年度から５年間、指定管理を受け、営業してまいりましたが、売上げが思うように伸

びないところもあり、毎年 ５００万、平成２７年度が ８００万ということでございますが、 

その後、毎年 ５００万から ０００万円程度の補助を行ってきているところでございます。２ 

９年度、３０年度には大規模な改修もございまして、そういった効果もあり、令和元年度には非
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常に利用伸びてきている現状ではありましたけれども、コロナの発生影響によりまして、最終的

にはそこまでいい成績にはならなかったというのが現状だというふうに考えております。

次に、補助金の見込みということで御質問でございます。こちらにつきましては、先ほど申し

上げました、休館後も７月下旬から９月にかけてキャンセルが非常にたくさん発生をしていると

いう状況でございます。そういった状況も受けまして、今回の議会、９月補正予算で補助金を

０００万円でございます、予算計上を提案をさせていただいているところでございます。その上

で、先ほど申し上げました新たな取組、それから休業に伴います雇用調整助成金など、活用でき

る仕組みは活用しながら、さらに西部市域ともよく相談をしながら、少しでもよい経営状況とな

るように頑張って取組を進めてまいりたいと考えております。

次に、サウンディング型市場調査についての御質問でございます。こちらにつきましては、う

なばら荘の在り方検討会というのが西部市域で実施をされています。うなばら荘は、老人福祉の

ための貴重な宿泊施設、老人休養ホームということでございますが、ということで設立をされ、

活用をされてきております。しかし、今後必要となる大規模改修等の将来負担等を鑑み、西部市

域で今後の在り方が検討をされてきているところでございます。そして、現在の指定管理の期間

中、令和２年度から令和３年度にかけてが現在の指定管理期間中ですが、その間に今後の在り方

について検討を進め、今年度中には検討結果が取りまとめられる予定となっております。

その在り方検討の一環として、民間事業者から市く意見や提案を求め、施設の有効活用の可能

性等についての意見を把握するため、サウンディング型の市場調査というのが現在実施をされて

いるところでございます。これは、うなばら荘の施設の有効活用について、まずは民間の意見を

聞くということが目的でございます。この調査で応募があったからといって、それがイコール指

定管理、これを非公募から公募になるということではございません。まずは民間事業者からどん

な提案があるか、その意見を聞くために実施をされているものでございます。

募集期間は６月１９日から始まりまして、９月の１８日が申込受付ということでございまして、

９月末までが個別の対話が予定をされています。それは、募集申込みがあった場合には、個別対

話が実施されるということでございます。現時点では、事業者からの応募はないというふうに聞

いております。

最後に、うなばら荘に係る指定管理者の納入金、これは西部市域への納入金 ５００万円につ

いての御質問でございますけれども、こちらにつきましては、現段階で西部市域と状況を共有を

しながら、併せて支援をお願いをしているところでございます。そして、西部市域で検討をいた

だいているという状況でございます。現在のキャンセルが相次いでいるというような状況も踏ま
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えまして、引き続き西部市域と連携を密に取り合って、お願いをしてまいりたいというふうに考

えております。

以上、答弁を終わります。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） 村長、どうもありがとうございました。

それでは、再質問ということでさせていただきます。

まず最初に、今日は初めて再質問が５３分もあるということで、非常にある面では時間に安心

してできるかなと。６月は２０分なかったんで、非常に内容が、自分も後からテレビ見て、これ

じゃあ一般質問になってないなと反省したところです。

でありまして、今回も再質問ですけど、これは私の一般質問ですので、途中で、私が分かった

らいいわけであって、分かりましたと言ったらやめてほしい。ひとつ、失礼ですけども、そうい

うふうにしてもらわないと、延々とやれればいいんですけども、私のほうで分かりましたと言っ

たらやめてほしいというふうに思っております。

最初のコロナ禍から村民を守る施策をということで、これは７月１６日、日本海新聞、こうい

う新聞が出たわけです回。私も朝、７月１６日、読みながら、村長も頑張っておられるなという

ふうに、朝、食事しながら読んでいたところですけども、実を言うと、村民の方から何と、村長

さん帰ってＰＣＲ検査受けちょうなあだかという電話がかかってきた。ちょっと議員さんにも相

談したことがありますけども、いや、受けとうならん。それじゃあ、出てもらっちゃ困あわと問

合せがあったということで、こういう質問を即準備したという経過があります。

それで、５月１４日、先ほど村長のほうも言われましたけども、村でもコロナ対策本部を持た

れて、いろいろな通達、議員のほうにもファクスで入っております。そうすると、それを受けて、

私、教育民生におりますので、教育民生常任委員会も県外視察はもう年度内、来年の３月までや

めるということにしました。だから、もちろん削除、組み替えして削除になっていると思います。

そうすると、このような経過を踏まえると、コロナ対策本部会議で、村長、２人行っておられ

るわけです回。そこでＰＣＲ検査せないけんだないかというような、対策会議でそんな意見は出

ませんでしたか、まずそれを聞きたい。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。そういった意見は出ておりません。以上でございま

す。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。
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○議員（２番 山路 有君） 今、るる村長も述べておられますけども、三密にならないように

避けてと、そうすると住民不安、これだけ防災無線で三密にならないとかいろいろな放送、実に

私も聞いてますので、そうすると、だけども、その本部長なりが、東京ですよ、この時点がすご

いんですよ、発生状況が回、第二波が始まるところで。村長が帰られる頃が２００人、これまで

最高とか出ているわけで、確かに村民は心配されると思います。それの払拭なんていうのは、も

う今は多分日吉津村内でも、今でもですよ、東京に行かれる方はないし、親戚は帰ってくるのも

やめておられるはずです。そうすると、村民の不安というのはどうして解消されますか。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。冒頭で答弁申し上げましたように、これは本当に、

真に必要な出張のみをするということで、我々も今取扱いをしているところでございます。その

上で、現在、この当時もそうなんですけれども、感染防止と社会経済活動の両立を図っていこう

という中で、首都圏への出張も、最低限ではありますが、そういった中では可能ということでご

ざいました。そして、行く者は当然十分な感染防止対策を行っているわけでございまして、これ

を、村民の皆様方の不安をどう解消していくかということでございますけれども、これは一定、

私どももこの正しい、何ていうか、恐れ方というかについては、やはり市報していく必要がある

かなと思います。

ＰＣＲ検査というのが、そもそもどういったときに今されているのかだとか、あるいは、最初

に議員からもありました抗原検査はこれからどのようになっていくのかとか、そういったところ

を、報道でもありますけれども、我々も情報取ったりしていきながら情報提供を努めたいと思い

ますし、議員のほうからも、そういった村民の方からお問合せがありましたら、これはこうなん

だよというふうに、ぜひこれはお答えをしてあげていただければと思います。以上でございます。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） ありがとうございます。

私は、言っておきますけども、東京に、首都圏です回、行ったらいけないということは一言も

言っておりません。帰ってこられたらＰＣＲを受けましょうと。鳥取のコロナ対策相談室ですか、

それから米子保健所相談室、ここでは、自前でやられることはいいではないかと。多分、最近、

平井知事、東京に行かれんようになったと思うんです。鳥取県の窓口にも、そういう苦情がすご

く来ていると。

今、状況を見ると、全国的には希望者にはＰＣＲ検査を受けさせている県があります、実際に。

そういうことも踏まえると、事前にＰＣＲ検査が受けられるという、今言ったとおりですけども、
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受けれるということが条件に首都圏に行くということを私は述べているわけで、その辺りについ

て、いや、かからないように、かからないように。ただ、今もう全国的に、どこでかかったのか

分からないという方がこれだけ多いのに、かからないようにと言っても、伊豆大島の議長さんも

以前、奥さんが東京に入院されてて、伊豆大島へ帰られたらクラスターになっちゃった。四百何

人のＰＣＲ検査をせないけんようになったとか、だって、課長さんにはかからない、村長にはか

からないというようなことはないと思うんで、それを条件に行くということはどうでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。

これは最初にも申し上げました、自費検査というのがやり方があるということは認識をしてお

りますけれども、これをやる体制が今本当に整っているかどうかというところだと思っています。

これが今後充実をしていくということになれば、その際に検討はできるのかなというふうに思い

ますけれども、現時点で、この出張した時点でもそういった体制ではなかったと思いますし、ま

た、もし仮に帰ってきて、ちょっと調子が悪いなということであれば、これは間違いなく発熱等

相談センターに連絡をして、それなりの対処を取る、これは必要な対応だというふうに思ってい

ます。以上でございます。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） 具体的には、何ていうか、コロナ対策本部ではそういう話、ＰＣ

Ｒ検査を受けたほうがいいではないですかというような話は今、村長、出てませんと。ただ、庁

舎内でも、福祉保健課長、次の日から出とんなあけど、自分はマスクしちょうけん大丈夫だろう

かなと。職員の間では、村長にも福祉保健課長にもそういうことは言わない、多分村長にもそう

いう声は入ってないと。そんなところで、多分職員の気持ちになれば、下手に上司とは角を立て

たくないということがあるから、そういう対策室でも意見が出なかったと、今、村長、そのとお

り言われるんですけど、やはりこれ、職員も１０日ぐらいは不安でしたよとかいう声は耳に入る

わけですから回。そうすると、そういう声があっても、いや、ＰＣＲ検査はやらないと。だから、

今、少し譲歩されて、そういう体制になればＰＣＲ検査をする体制というような、陰性を確認す

るためですよ、を今ちょっと言われたんですけど、その辺りも踏まえると、どうでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。

これは冒頭の答弁でも申し上げましたが、ＰＣＲ検査というの、あるいは抗原検査の体制とい

うのが社会全体で整っていくということは想定されますが、やはり、まずその検査を優先される
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べきは医療の関係であるとか、あるいは高齢者施設であるとか、一定の基礎疾市がある方、高齢

の方等々がまずは優先をされて検査を受けられるべきだというふうに思っています。その上で、

今の自費検査というような体制も検討をされていくのではないかなというふうに考えています。

以上でございます。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） 幾ら村長がそう言われても、私、米子保健所のコロナ相談室、電

話したんですよ回。そしたら、個々に自費で。ただ、自費も、病院によっては４万円ぐらいにな

るところもある、すごく格差があるそうです、ＰＣＲ検査するのに。だけども、それは、個人で

ＰＣＲ検査される分についてはできますよと、米子保健所では、私は電話して聞いた中では、そ

ういうことは。今、村長は、いや、そういう体制に鳥取県はないと言われるんですけど、私は米

子保健所が言うのが正解でないかと思ってますけど、お金さえ自費で出せばできると。その自費

は公費で持つと。どうしても行かないけん出張なんだから、それは公費で持つということはどう

でしょうか、再度。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。

これは、公費でＰＣＲ検査等の費用を見てはどうかということでございますけれども、先ほど

申し上げました、まずは検査を優先して受けていただくべき組織であったりとか機関であったり

とかいうのもあると思いますし、また、この出張ということに関しましては、現在、県境をまた

いだ移動というのも制限をされていない中で、村の職員だけではなく、民間の従業員の方等につ

いても必要な出張はしておられるというふうに認識をしています。こういった全体の中で、村の

役場の職員ということだけではなくて、全体の中でその社会経済活動を動かしていくのに必要な

検査というのはどうあるべきかというような視点で検討が必要だと思っています。以上でござい

ます。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） 幾ら村長そう言われても、村長にしても福祉保健課長にしても、

後期高齢者とかそういう方と接する。挨拶に行ったり、今、民間の方もいられるんで、そういう

ところを考えるとという。やりたくないということです回、実は。だけども、立場的には、例え

ば福祉保健課長も、社会福祉協議会に行ったり、いろいろ高齢者と付き合う機会が、お会いする

機会が多いと思う。村長も同時です。だから、社会福祉協議会では申出書のようなものをつくっ

て、例えば親戚が東京から家に帰ってきたと、こういう状況ですと。不安だけん２日間休みます

－２１－



とか、そのちょっと用紙は見せてもらったですけども、そういうものまで取って、社会福祉協議

会では、高齢者にデイサービスとか対応をしているという状況であるわけですよ。そうしたら、

民間のそういう方が東京に行かれる分と、村長なり担当課長が東京に行って帰られる分は、私は

別個に分けないけんと思いますけども、どうでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。その辺り、民間と役場の職員を分けるべきというお

話でございますけれども、ちょっと今、明確にそれを、役場はどうで民間はどうでということを

この場で申し上げることはできないんですけれども、やはりその辺り、全体の検査体制の充実等

々踏まえたところで検討していくべきだと思っています。以上でございます。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） この件だけやってますと、うなばら荘のもう２点目がありますの

で、あまり。ぜひこれ対策会議なり再度考えて、この辺が余裕があるようになれば、どうしても

私、東京に行ったりするのはいけないなんて一言も言ってませんので、帰ってこられたらＰＣＲ

検査を受けられるようにしてくださいということを言ってるわけですので、ぜひ今後検討してほ

しいと。

あと、４番目の消毒液です。なぜここでこういう消毒液というのを入れるかというと、医療の

専門家が今何を言ってるかというと、第二波というですか回、これが下がったときにどう対応す

るかというのが一番大事なんだと、今が。今が大事なんだと。ここで力抜いたらいけんと。韓国

でも中国でも、収まったとやったらまたぶり返しちゃったと、第三波が来たということを考える

と、これは各世帯で買ってくださいと。そりゃ買われると思うんだけど、私は何をしたいかいう

と、各世帯もどうかすると、やっぱりコロナのストレスがたまって、もう消毒液もない家がある

と思うんです。それを再度啓発するために、自治会も通して応援してもらって、 ２００世帯ぐ

らい、そこに全戸配布したらどうでしょうかっていうこと。もう専門家の意見も含めて言うとこ

ろであって、再度この辺りをお聞きしたいと思う。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。

山路議員からの重回ての御質問、消毒液の全戸配布についてでございますけれども、これは冒

頭の答弁でも申し上げましたとおり、議員もおっしゃいますように、やはりこの必要性であり、

効果というのは非常に高いものだというふうに言われており、手洗いであるとか手指の消毒とい

うのは今後も皆さんに継続をしていただきたいということで、その普及啓発は図っていくべきだ
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というふうに考えておりますが、一方で、そういったことも念頭に置きながら、この消毒液につ

いてはそれぞれの御家庭で準備をして、感染防止対策に取組を引き続き行っていただきたいとい

うふうに考えております。以上でございます。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） これ以上言っても、各世帯で備えてやってくれということですの

で、私は世帯で買うにしても、多分、こういう箱に入ったやつが４００円とか、それまでいかな

いぐらいでも。違う、総務課長、もっと高い。そんなに高くはないと思ってます。やはり再度、

長い勝負になるんで、この辺りでひとつ行政からそういうことをして、ちょっと再度、緊張感を

持って取り組みましょうよということでは、非常に私は消毒液を各世帯に配付するというのはす

ばらしい思いつきであるというふうに思っておりますけども、これ以上言っても、各世帯で買っ

てやってくれということですので、これ以上言いません。

そうしますと、２点目が、うなばら荘指定管理継続判断はということで質問をしたいと思いま

す。

まず、ここ高田課長なり担当課長、新しい課長さんはおいても、これまで私はうなばら荘の福

祉事業団の応援団でした。反対討論があれば賛成討論をして、何とかこの前村長、やる気を持っ

てやっておられるこのうなばら荘運営を応援せないけんと。２６年も、ここに持ってきてますけ

ど、Ａ４を３枚ぐらいの討論してます。それぐらい一生懸命うなばら荘の支援者でした。

ただ、今ここに臨んで、非常にストレスがたまってるわけですけど、もう気持ちは一変してま

す。これ、なぜですかということを聞いても、そりゃ知らんわいということになると思うんで、

つまり、ここ半年、本年に入ってから、これ同僚議員も皆さんが感じておられるところと思いま

すけども、やる気が感じられない。一言ですよ。とことん反対しますよ、私。やる気が感じられ

ない。

それで、やる気が感じられない、一変したという、その一つは、今も言われるように、休んで

て、もろもろされていたかもしらないけど、例えば西部の近隣町村は、私、サッカー協会会長し

てて、近隣町村いろいろ経営者の方知ってるんで、どげしようなって。境港の缶詰のバイト、職

員行かせると。梨の袋がけにも行かせると。例えば南部町の緑水園も、こうしてもう当初から弁

当注文を取って、日吉津村も注文に応じてます回。どんどんそういう活動をせんと、実は民間は

倒産だということなんで。そうすると、今、るるなんかうなばら荘内でいろいろやったというこ

とを言っておられますけど、私は職員には責任はないと思ってる、職員に。ただ、それを指示し

ないうなばら福祉事業団に責任があるんではないかと思うんですけど、まずその辺り、村長、ど
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う思われますか。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。この休館をした期間中等の努力に対する御質問、御

指摘だというふうに認識をしております。休館をしていた当時でございますけれども、開館に向

けての準備をしながら、準備を整えるということはしてまいったわけですけれども、今振り返っ

てみますと、議員おっしゃいましたように、例えば弁当をやったりとか、ほかのいろいろな努力

ができなかったのかという御指摘に対しましては、これは率直に振り返ってみまして、もっとす

べき、できることもあったのではないかなというふうに、正直なところ、振り返ってみるところ

でございます。以上でございます。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） 私も、給料を１００％もらって、こうして７０日間休むっていう

のは、どうも、私じゃない、村民から見ても、例えばこの４月からでも、全村、従業員が回って、

弁当を、毎日でも回って注文取っていくと、できるんじゃないですか、料理長もいるし、職員も

いるし。そういう努力をされると、村民の考えも多分に私は変わったんではないかなというふう

に思っております。

あと２点目が、気の変わった２点目。６月議会において、私、総務課長に、令和元年年度末、

３月、赤字が出たんだないのと質問をして、そこで、当時ですよ、そのときに、８００万赤字が

出てると。ただ、３月に １００万円の村から補助金入れたんで、そこから３００万入れて、次

の年に５００万を、つまり、赤字のものを５００万、４月に送ったということなわけで、そうい

う説明受けております。

それで、私の言いたいのは、その数字が多少、もう今、この間資料もらってますけども、多少

数字が違ってます。私の言いたいのは、６月の議会で、ましてや議員が質問して言うのではなく

て、どうかすりゃ４月、５月のそういうところが分かった時点で、議員全部集めて、いや、こう

いう状況でということがされないと、何かここの流れ見ると、村からの、早い話が税金投入が何

か当たり前になってるような気がする。どの議員さんも多分そういうふうに思ってると。その辺

り、村長、当たり前になってましたとは言われんと思いますけども、その辺りどう思われますか。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。６月議会の際等には、折を見て議員の皆様方には状

況は報告をさせていただいていたところではございますが、その議会ない際に、これをやってき

たかというと、そうではないわけでございまして、やはり今後こういった状況等につきまして、
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何か動き等がございましたら、必要に応じて随時お集まりいただくなど、または何かの機会を捉

えるなどして、御説明をさせていただきたいというふうに考えております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） 次に３点目が、実に、このたび ０００万の補正が来てるわけで

す。これ、私もびっくりした。これ私、一般質問を提出以後にこの議案が来たんで、分からない。

ただ、私はここでこういう時間があったんでよかったんですけど、ますます説明も何もない。先

日、全員協議会の中で同僚議員が、それでも、どうして ０００万入れないけんのかという説明

的なものを出せやということで言われて、初めてＡ４の１枚物が出たと。これ、もちろん村民も

議員も、軽視という言議でしかないだないですか。３００万だないですよ、 ０００万ですよ。

ちょっと村長の見解をお聞きしたい。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。こちらにつきましては、先ほども御答弁をさせてい

ただきましたけれども、やはりそのやり方というか、丁寧な御説明に努めてまいりたいというふ

うに考えております。以上でございます。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） ぜひとも、私は丁寧な説明しなければ、１０万や２０万の話じゃ

ないです。もうこれ回、議員軽視も甚だしいと、私は。こういうの見ると、通すわけにはいかな

い。この話を幾らしても、時間がすぐ来ちゃうんで。

平成２７年度から定２制 ５００万、村の補助金は２７年度から幾らになったかということで

資料資いております。ありがとうございます。それのトータルをすると、１資 ８００万になり

ます。第１回の指定管理を受けたのが平成１８年。４年間ほどはよかったんですけど、２２年か

ら赤字、つまり、村の税金を繰り入れないけんような状況が来てます。なぜ２６年を切ったかと

いうと、納入金の在り方が少し違ってたんで、２７年度以降はということで言ったわけですけど

も、２２年から２６年の５年間で ０００万投入してます。このたびが約１資 ０００万。そう 

すると、私、単すな計算で１資 ０００万、うなばら荘に繰り入れることになります。今回 ０ 

００万をすれば、２資余りをうなばら荘経営の赤字補填に日吉津村の税金を繰り入れることにな

ると。で、私は次のことは、今度は令和２年度、今です回。これ今、 ０００万入れなくて、例

えば債務負担行為を起こして銀行から借りてもらって、来年の３月におおよそ幾らぐらいになり

ますかと言っても、村長言われないんで、私が試算しております。おおよそ１資です。今年の３

月の営業しながら８００万、今、赤字が出たと言われます回。４、５、６がそういうことで２が
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分かっております。そういうことも試算すると、約１資。 ９５０万です、私の試算ですよ。た

だ、国の第１次補正、第２次補正がありますので、それを幾ら見積もっても、 ０００万入れば

いいかなと、 ０００万。それすると、来年の３月、補助金は ０００万。ただ、うなばら荘の 

営業努力もあって多少入れたとした、それから、この定２の ５００万が西部市域が例えば ０ 

００万にするよと言われても、私は ０００万ぐらいになると思うんですけど、こういう数字が

出た場合に、年度末ですよ、本年の、令和２年の年度末。村長はやはりそれでも指定管理、年度

途中ですけども、それでも向かっていかれますか。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。今、議員のほうから独自の試算等もお示しをいただ

きまして、お話がありました。やはりこれを運用していく上で、一つはやはり頑張って売上げを

上げていかないといけないということだと思っています。それから、国のほうの雇用調整助成金、

休業に伴うものですので、こういったものも活用をさせていただきながら、あとは西部市域とも

相談をさせていただきながら、いかに赤字の部分を少なくしていくか、黒字を目指していくかと

いうことで頑張ってまいりたいというふうに考えているところでございます。

指定管理の件につきましては、現在、指定管理をうなばら福祉事業団受けておりますのが、令

和２年度及び令和３年度の２年間ということでございます。当面この期間、令和２年度、令和３

年度の期間、一生懸命取組をして、ぜひ村民の皆さんにもたくさん使っていただけますように、

努力をしながら、経営がよくなるように取組を進めてまいりたいと考えております。以上でござ

います。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） 私、今、大体連日ウオーキングしてますので、うなばら荘の前も

歩くんですけど、フロントぐらいしか電気ついてませんよ。このたびもキャンセル等が続いて、

０００万入れてもらわないけんということです。例えばそれで年度末が ０００万、 ０００  

万の村繰入れで、議会が否決したと。この途中、指定管理途中で。そうすりゃ、予算が出ません

回。ただ、来年の３月は帳尻をきちんとせないけん年です回。必然的に撤退せざるを得ないんじ

ゃないかなと私は思ってます。そうすると、えらい、例えば例えばの話ですけども、こういう場

合の責任、私も心安い弁護士さんにちょっと話はして聞いたところですけども、村長として、例

えば来年３月、否決を受けて、予算執行ができないということになったら、あり得ることです。

そうしたら、村長、そのときの責任は誰が取るんですか。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

－２６－



○村長（中田 達彦君） 村長でございます。責任についての御質問でございますけれども、ちょ

っと現段階、現時点でその責任が誰になるのかということの答弁は、今ちょっとようせんという

ところが正直なところでございますけれども、そういったことがないように、しっかりと経営努

力を進めてまいりつつ、西部市域等ともよく相談をさせていただきながら、ここは対応を考えて

まいりたいというふうに考えております。以上でございます。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） 弁護士さんに聞けば、電話ですので大ざっぱな話しかしてません

けど、やっぱりこの破産した状況のそういう委員会っていうんですか回、そういう会を立ち上げ

て、そこで誰に責任所在があるかということになると。例えば理事さんの中でも、俺はそげなこ

とで理事してないわと。そうすると民事裁判になるでしょう回と。例えば会計責任者、その対応

の会議で、会計責任者も責任取らないけんだないかというような話になったら、皆さんがそうな

ってくると、本気にならざるを得んですわ回、自腹切らないけんから。多分にそうした方の見解

としては、つまりは今、理事さん７名おられますけども、理事はこれは責任取らないけんと。そ

れは当たり前のことです。は、言っておられます。

もう一つ私、聞きたいんですけども、これは高田総務課長に聞きたいと思ってます。なぜ、令

和２年度、債務負担行為起こしてもいいぐらいになっとうだないですか。それも議員のうちでは、

ある程度上限定めておかないけんだないかという御意見も出ちょうです、議員の中から。ただ、

私はそれは、地方自治法で文言だけでもいいと、うなばら荘が指定する２は銀行から借り入れで

きるわけです。そうしたら、この ０００万、なぜこの、初めてですよ、年度途中で ０００万、 

一般会計から繰り入れるようにしたのか、補助金としてです回。ちょっとこれ、会計責任者に聞

きたい。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 山路議員の御質問にお答えします。当初３月の議会で、令和２年度

の債務負担行為っていうのは議決をいただいておりますので、金２は上がっておりませんけども、

限度２までということで、大体は年度末に決算見込みということで補助金を３月予算に上げさせ

ていただいて支払ってきたという経過でございますけども、このたび、先ほどから申しますよう

に、現在 ６００万程度の赤字になってるということで、実はこの中で、昨年は ０００万の借 

入れをしておりませんでしたけども、今年は当初から ０００万の借入れをして、うなばら荘が

資金を運用してきたというところであります。今回、残り ０００万の資金も借りた上で、この

赤字を赤めるために、そうしないと資金シ赤ートを起こすという状況の中で、このたび ０００
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万の補正を上げさせていただいたということでございますので、御理解をいただきたいという具

合に思います。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） 大変分かりやすく言っていただいたと思っております。理事の皆

さんに聞きますと、理事会では幾ら上限がないといいながらも、どうも ０００万までしか借り

れないよと言っているわけです、理事会で。そうすると、今言われたように、 ０００万もうい

っているわけです。泳げないわけ。そうすると、何にせざるを得ないかいうと、一般会計で出し

ていかないと、運転資金、つまり、自転車操業してるんで、それは前々から分かってるんだけど、

しようがないでやってきたんだけど、つまりは、ここ ０００万出せば、債務負担行為、銀行か

ら借入れ ０００万、今回うちから入れて、つまり ０００万。現状でですよ。この債務負担行 

為は会計、何にも出てきません。こういう会計のとやかくに出てこない。現状で ０００万つぎ

込むわけです。だから、最終的に、私は年度末に ０００万、 ０００万、 ０００万、幾ら国  

の１次補正、２次補正があったとしても、年度末の、今回 ０００万入れなかったらですよ。そ

うすると、高田課長、理事会開いて、うちでは上限定めてないから、理事会もう一回開いて、銀

行借入れをしたらどうでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 山路議員の御質問にお答えします。うなばら荘のほうとも、村長と

も協議した中では、結局２年間の指定管理ということにこのたびなっておりますので、来年１年

でお返しをしないといけないという状況の中では、なかなかこれ以上の資金を借入れを起こすと

いうことも厳しい状況だということで、今回こういう結果を選択したということでございます。

以上です。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） 回え。こういうのがずっといくわけですよ、つまり。銀行借入れ

は返さないけんと。税金はそのまま使って返さなくてもいいという、このルーツがあるから、つ

まり一般会計に手をつけざるを得ん。村長、理事会開いて、あなたが理事長なんだから、こうい

う状況で、議会としても反対だと言われちょうと。 ０００万、運転資金分として銀行借入れを

して、うちは何も言わないんだから、議会は回。もう認めてるんだけえ。そういう会を持つこと

はされませんか。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 理事会等開きまして、現状等につきまして、このお話合いをするという
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ことにつきましては、これはやぶさかではないし、やるべきではないかというふうに考えていま

す。ただ、借入れのことに関しましては、先ほど総務課長が答弁をしましたとおり、やはりこれ、

借入れをすると、この上限を取って借入れを増やすと、やはりこれは返していく必要も出てくる

ということで、その辺り、現在のところでは、こちらそういった方向性では考えていないという

ところでございます。以上です。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） これ以上税金投入するのはやめてほしい。これ、村長はうなばら

事業団という、村長と二足履いておられるんで、非常に苦しい立場だということは理解しますけ

ど、傷口が大きくなる前に何とか始末つけて撤退しないと、これ以上返済もできないと。債務負

担行為、もうこれ以上したら返すめどがない。そうでしょう、お客も泊まらない、ただ維持管理

費、人件費がどんどんかかっていくと。次何をするかいったら、もう税金しかないですが。理事

会で幾らそういうこと言っても、多分、私、そういう実情が分かってくると、今、村長入れて７

名の理事さんおられますけど、理事さんも本気になられれば、私、辞めさせてごせやって、私が

理事なら回。そげなことを言ちょらだったかなと。お金のそげな心配はかけんってって、自分は

理事になったと。いざ議会でこうなっちゃうと、せないけんでないかと。返済です回、責任の一

端がああでないかということが始まるんじゃないかと。

まだ私、ここ議員さん１０名おられえですけど、今、村民のいろいろ話を聞くと、この間もち

ょっと言われて回、議員も責任の一端があるんじゃないかと。これまでずっと可決してきたんで

回。そう言われると、私も４月以降、特別委員会開いて、この辺り私、分かってたんで、聞いて

たんです。議会としても対策の、うなばら荘対策会議、支配人や村長、会計責任者呼んで、事情

を聴かないけんだないですか言ったですけど、１回も開かない。私は今、村民の間では、議員の

責任も一端がああだないかという声も出始めておる。やっぱり村民の人は黙っちょうようですけ

ど回、いざちょっとそういう状況があると、そういうこと言われますよ、議員の責任もあると。

弁護士さんに言わせりゃ、議員にはそんな責任はないって言われるんですけど。そういう状況が

あるということです。

これ長々してもいけませんので、あとサウンディング型市場調査、この間、こういう新聞が出

たわけです回、これです回。新利用策を市場調査という、こういうのが日本海新聞に出て、これ

についても同僚議員からも、ええっ、もう次の民間企業、入るんじゃない、これ読むと。もう見

に来てるんだと。今、村長が言われるいい案をなんていうレベルではないですから。

私、２年ほど前までは市域出ておりましたので、事情はよく分かっております。それで、要は
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西部市域としても、多分こういう議会で論議があったっていうこともすぐ情報として西部市域に

行くと思います。そうすると、多分に、私は、うなばら福祉事業団に西部市域としても見切りを

つけてると。幾ら村長がここでいいこと言われても、そういう話が出ていた。賞味期限のあるう

ちに民間企業に渡したほうがいいだないかなんていうのが本議会で出てるんで回。それは一部の

議員ですよ、議事録見られたら、そういう意見が出てます。多分に、そういうことで、私は見切

りをつけておられるというふうに思っております。

私は今、先ほどから言いますけども、つまりは来年の３月に議会、このうなばら福祉事業団、

補助金ですよ。否決受けたら、そこで止めざるを得んですが。議員もそれぞれにいろいろ考えて

判断すると思うんですけど。だって、来年４月以降、またやってきたら、コロナですごく泊まる

人少ない、電気、ほんのフロントだけしかついてない。これで来年４月以降、また１年やって、

まだ大きくなりますよ。それで、誰が返済するのかも分からない。もう債務負担行為、銀行借入

れもできない。一般会計からだけだと、つまり税金からだけだと。そんな理屈の通らない予算編

成では、議員も納得しか回ると思ってます。

あと、時間があと５分しかありませんので、指定管理納入金。まず１点目が、高田課長に申し

上げたい。あなたが６月議会で交渉してみると言われたんで、私はこの辺も少し考えが甘いなと

思ってるわけだけど、例えば７月なり８月の上旬なり、交渉しちょうけども現状は前に進まんと

か、やっぱり議員に報告すべきだないかと思うけど、どうでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 山路議員の御質問にお答えします。西部市域にお願いした状況を６

月議会でお話をして、その後、進展がなかったもので、特に話はしなかったということですけど

も、今、そういう反省をしているところであります。現状もまだどういう形で減免なり、どうい

う補助ができるのかというところでは、正式な回答をいただいておりませんので、そういう状況

だということです。以上です。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） 多分に私、そうでないかなと思うんですけど、私、２年ほど前に

米子市役所に行って、米管理者の方に時間つくってもらって、何と ５００万がきついわと。ず

ばりそういって時間を設けてもらって、別室で話いたわけです。何とかちょっと ５００万下げ

てもらわんと、日吉津村もこれ以上税金投入っていうわけにいかんぜと。いわく、米管理者の方

がどう言われたかというと、今は村長も責任感じとうと言われたんですけど、職員の営業努力の

姿がない限り、他の市町村の首長へ説得できんと、自分としても。そのような話はならないと、
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ずばり言われちゃった。しょのからい米管理者だなと思って回、これは、このことは全議員に言

ってます、私、当時回。出ませんよ、 ５００万。出ませんよというのは、安くなりません。だ

から、どうしてもこういう状況を踏まえると、私は来年の３月に理事長である村長のほうから撤

退しないと、ますます傷口が大きくなって、一般会計からも今度は出せんようになりますよ。銀

行借入れもできない、一般会計からもできない。そこまで突き通してやっていきますか。これ、

最後の質問にします。村長、多分議事録が残ると思うんで、その辺りお聞きしたいと思います。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 山路議員からの御質問にお答えをします。村長でございます。先ほども

答弁を申し上げましたとおり、現在受けております指定管理の期間は２年間ということで、令和

２年、令和３年度の２年間ということでございます。現在、このコロナが蔓延してきたという状

況で、非常に厳しいところではございますけれども、まずはこれを努力をして、しっかり経営を

上向きにできるように頑張ってまいりたいというふうに考えております。以上でございます。

○議長（井藤 稔君） 山路議員。

○議員（２番 山路 有君） 今回はコロナなんですけども、過去の経過、私、ずっとこの２５

年もやってるとこの経過全部分かりますので、例えば食中毒でいけなかったと、２回。次は２月、

大雪でいけなかった。常に理由を入れるわけです。何するかっていったら、税金を入れていくわ

けです。幾ら村長は継続してやっていきたいと言っても、来年の３月、一般会計否決受けたらで

きんじゃないですか。それでもどっか借りてきてやるというんなら、私はそれでもいいと思う。

ただ、最後、傷口はすごく大きくなりますよ。

ということで、私の一般質問、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。

○議長（井藤 稔君） 以上で山路議員の一般質問を終わります。

○議長（井藤 稔君） ここでしばらく休憩をいたします。再開は１１時１５分とします。よろ

しくお願いします。

午前１１時００分休憩

午前１１時１５分再開

○議長（井藤 稔君） 再開します。

引き続き、一般質問を行います。

議席番号４番、三島尋子議員。
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○議員（４番 三島 尋子君） ４番、三島です。私は、今回、西部圏域ごみ処理施設の在り方、

新しい生活様式での子育て施設、コロナ対策支援事業の３問について質問いたします。

１問、西部圏域ごみ処理施設の在り方について。今年５月、西部市域行政管理組合は一般廃棄

物処理施設整備基本構想案を市域行政管理組合議会に提出いたしました。それは西部２市６町１

村の一般ごみの可燃ごみ処理施設の５つの施設と、不燃ごみ処理施設の２つの施設、そして最終

処分場も含め、令和１４年度までに西部市町村の全てのごみ処理施設、可燃、不燃、最終処分の

施設を１か所に集約して、一体的に整備するというものです。用地面積はおおむ回８万 ０００

平方メートル、１日の焼却は２５０トンと言われています。そして、施設運営は民間委託を予定、

計画全体の事業費は２０年間推計値で４６２資円、うち日吉津村負担は約１５資円とされていま

す。この推計値は、先月、８月１１日、本議会が西部市域行政管理組合事務局長、以下３名から

受けた説明資料によるものです。説明では、基本構想案は平成１３年度に計画決定している西部

市域行政管理組合可燃ごみ処理市域化基本計画に沿って行うというものでした。この計画からは、

現在１９年が経過しております。西部市域組合を構成する各自治体は、この一体的な整備計画の

是非について、今年１０月までに出すよう迫られております。今日まで住民への説明はありませ

ん。

村長は、９月４日の全員協議会において、基本構想案に賛成すると表明をされました。ごみ処

理は生活に密着した身近な問題です。近年の気候変動による災害、環境への影響、施設建設に当

たっての負担など、多くの問題があります。日吉津村は、ごみの分別に取り組み、資源化を進め

ております。ごみの減量化に向けた分別の統一は図られるのかということを心配しております。

大きな市の方向に押し切られてしまうのではないかということの心配もあります。

次、４点質問いたします。①として、ごみ焼却施設一本化を村長はどのように捉えておられる

のでしょうか。②として、現在、米子市は軟プラ、布類、紙類は分別せずに焼却しております。

分別の方向は出されておりますでしょうか。③建設費用、ランニングコストの市町村負担は均等

割２０％、人口割８０％だと説明を受けました。了解をされたのでしょうか。④として、村民一

般家庭、事業者への説明もない中、効率的なごみ処理の観点だけで住民の理解は得られるのかど

うかを危惧しております。１０月までに一本化の是非を決めることは拙速ではないでしょうか。

この点について伺います。

２問目、新しい生活様式の子育て施設について質問いたします。８月、複合型子育て拠点施設

整備事業基本計画が公表されました。すばらしい子育て拠点施設が建設されるよう望み、期待を

しております。現在、新型コロナウイルス感染は、気候温暖化に加え、地域環境にも多く影響を
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与え、私たちの日常の生活様式、暮らしはこれまで想像もしなかった変わりようです。この機に

建設を予定している複合型子育て施設は、今後三、四十年間子供を見守っていくことになります。

現在、小学校の少人数学級が要求される中にあります。これを見てみますと、保育所の保育基準

は、昭和２３年から７０年以上がたちますが、改正をされておりません。ここで新しい施設に向

けて村独自の基準を定め、質のよい、余裕を持った保育を取り組めないかということを考えるも

のです。

そこで質問いたします。①として、３歳児は現在２０人に対して保育士１人を要していますが、

これを１５人にはできないか。そして、４歳児以上は３０人ですが、２５人に対して保育士を１

人以上とするという保育室を設ける考えはないでしょうか。②コロナの影響で三密対応、消毒な

ど、子育て施設の業務は増加しておるところです。保育所、児童館に職員の加配は必要ではない

でしょうか。③として、小規模保育所の状況を見て心配をしております。新しい生活様式を備え

ておりますか。

３問、コロナ対策支援事業の対応について質問いたします。市報ひえづ８月号に、日吉津村新

型コロナウイルス対策支援事業一覧が掲載されました。多くの村民が御覧になられたのではない

でしょうか。そしてその中で、村を歩いてますと、声、意見が寄せられました。

それについて、次、質問をいたします。４点伺います。特別定２給付金は村全体の対象者は何

人でしたでしょうか。全員が受領されたか、そして、受領していない人があれば、その理由はど

んなことでしょうか。②として、商品券と村内飲食店半２補助券はいつ配付されるのかというこ

とがありました。村が指定する飲食店ということが説明がありましたが、載って、公表されてお

りません。これはどこでしょうか。③として、各事業において、現在までの相談件数と申請件数

を伺います。これにつきましては、この議会始まるまでに全議員に集計表を配付してほしいとい

うことを要望いたしまして、皆さんのお手元に届いていると思います。お手数をかけました。あ

りがとうございました。それ、御覧いただきたいと思います。④として、コロナ支援事業を８月

市報とホームページに掲載しておりますが、防災無線でもＰＲしたらいかがでしょう。

この点について回答、よろしくお願いをいたします。答弁によりまして再質問させていただき

ます。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） それでは、三島議員からの一般質問にお答えをいたします。

まず、大きな１点目、西部圏域のごみ処理施設の計画についての御質問でございます。

こちらにつきましては、まず最初に、大型のごみ焼却施設一本化をどう捉えておられるかとい
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う御質問でございます。ダイオキシン類排出削減対策に係る国の市域化施策及び鳥取県のごみ処

理市域化計画、これが平成１０年前後に立てられたものですけれども、これに基づき、西部市域

行政管理組合では、平成１３年度に可燃ごみ処理市域化基本計画を策定をしています。この中で、

長期計画として、令和１４年度には集約化した施設の稼働を予定をして目指しているところでご

ざいます。これに向け、現在、稼働中の各施設が長寿命化を図りながら運営をしているところで

ございます。

そうした中、西部市域行政管理組合では、この長期計画に対応していくため、ごみ処理の在り

方検討会を開催し、一般廃棄物処理施設整備基本構想の策定を進めているところでございます。

今後の人口減少に伴うごみ量の減少や、集約化することにより、環境への影響も少なくなること

が見込まれる点等から、市域での運営が効率的であり、効果的ではないかというふうに考えてい

るところでございます。

本村の可燃ごみ処理につきましては、平成７年度から旧淀江町のクリーンセンターで旧淀江町

と合同で実施をしてまいったところ、平成１７年に淀江町が米子市と合併されたことから、米子

市クリーンセンターに委託処理となって現在に至っている状況でございます。今後、可燃ごみ処

理施設を単独で建設、運営することは効率や経費面から現実的ではなく、鳥取県西部圏域のごみ

焼却処理施設を集約することによって、建設コストや管理運営コストの削減が図れ、効率的に処

理できること等から、総合的にメリットがあるものと考えています。したがいまして、西部市域

の基本構想案に基づいて、可燃ごみの市域処理には参加をしていきたいという意向でございます。

次に、分別の今後の方向性についての質問でございます。失礼しました。現在、分別でござい

ますけれども、本村におきましては、資源ごみ、びん、缶、ペットボトル、古紙類は西部市域の

市域処理に参加をしております。それと並行しまして、村独自の資源化として布、プラスチック

類、発泡スチロール等々につきまして、独自で資源化の取組を進めておりまして、これは西部圏

域の市町村のうちでも資源化を積極的に推進をしているというふうに考えているところでござい

ます。現在検討中の、先ほどの構想案の中では、現状の処理体制において、市町村間での分別の

取扱いが違っています。主なものとして、軟質プラスチック、それから布類について検討がされ

ているところでございますけれども、この中で、現状において軟プラ、それから布類のリサイク

ルについては、現時点での分別の統一はせず、今後の施設整備計画時に改めて検討をするという

ことになっているところでございます。

次に、建設費用、ランニングコスト等の市町村の負担割合についての御質問でございます。構

成市町村の負担割合につきましては、西部市域の分賦金条例におきまして、共同処理する事務ご
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とに規定をされています。この中で、ごみ焼却施設の設置及び管理運営に関する経費という項目、

これは均等割２０％、処理実績割８０％とされていますが、これは平成１３年度の市域化基本計

画によって、中期計画として平成２３年度に市域可燃ごみ処理施設を稼働する計画だったため、

これは凍結となっているわけですけども、それを想定して規定をされたものでございます。現在、

基本構想の案におけるコスト、これは試算がしてあるわけですけれども、この試算におきまして

は、これまでの西部市域の不燃物の処理施設等で使用する均等割２０％、人口または処理実績割

８０％という割合で試算をしたものでございます。という状況ですので、次期ごみ処理施設の負

担割合については、具体的にはまだ決定していないものと認識をしています。

次に、この処理施設の一本化を１０月末までに結論を出していくのは拙速ではないですかとい

う問いでございます。こちらにつきまして、西部市域の規約第３条において、不燃ごみ処理施設

と併せ、ごみ焼却施設の共同処理事務というのが規定をされています。既に不燃ごみにつきまし

ては伯耆町のリサイクルプラザで共同処理をしているわけでございますが、可燃ごみにつきまし

ては、平成１６年度の村議会において西部市域の共同処理事務に参加する議決を得ており、その

後、一旦市域処理の計画が凍結となってたものですが、長期計画に基づいて、令和１４年度稼働

に向けて、ごみの市域処理が進められているものでございます。西部市域可燃ごみ処理市域化基

本計画の長期計画に基づいて、ごみの市域処理を進めているものであることから、これが拙速で

あるとの認識はしておりません。冒頭申し上げました現状等も踏まえまして、本村としてはこの

計画に参加をしてまいりたいというふうに考えております。

次に、新しい生活様式の子育て施設をということでございます。１点目の保育士の設置の基準

あるいは保育室の基準についての御質問でございます。児童福祉法第４５条の規定に基づきまし

て、児童福祉施設の最低基準というのが定められております。それを受けまして、児童福祉施設

の設備及び運営に関する基準というのが定められており、この中の３２条に面積基準、第３３条

に保育士の配置の規定があり、現在の保育所の保育室及び保育士の配置状況は、国の基準を満た

し、さらに議員が御提案いただきました以上の保育士数を配置をしているものでございます。具

体的に申し上げますと、３歳児につきましてはおおむ回２０名に保育士１人以上という基準でご

ざいますが、現在２クラスございまして、１６名に保育士３人、もう１クラスが１１名に保育士

２人という状況でございます。４歳以上につきましては、児童おおむ回３０人に対し保育士１人

以上という基準でございますが、４歳児においては２３人の児童に対し保育士が３人、１クラス

でございます。５歳児につきましては２９人の児童に対しまして保育士が３人、これも１クラス

でございます、という状況でございます。
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部屋の面積の基準につきまして申し上げますと、現在３歳児室が４９５平米あるわけですが、

これの面積上の受入れ可能人数は２６人に基準上はなってまいりますが、本村におきましては

１６人、それから１１人という現在、受入れ状況でございます。４歳児室につきましては５⒏５

０平米で、基準上は２⒐５人が受入れ可能人数になりますが、２３人ということでございます。

５歳児室におきましては６⒍２４平米、受入れ可能人数は３⒊４人ということですが、２９人と

いう受入れの現状でございます。新たに整備する施設の保育定員規模も既存保育所と同等と見込

んでおりますが、保育室の面積につきましては、現状よりもさらに市くなるというような計画を

考えているところでございます。保育室につきましては、より充実されるものと考えているとこ

ろでございます。

次に、コロナの影響で三密対応や消毒など、子育て施設への業務が増加しているので、加配が

必要ではないかという御質問でございます。こちらにつきまして、現在、新型コロナウイルス感

染症予防として日々の検温、手洗い、消毒の徹底、定期的な換気などの対策を実施しているとこ

ろでございます。こちらにつきましては、県のほうから保育施設における新型コロナウイルス感

染拡大予防ガイドラインというのが出されておりまして、そういったものも参考に、そういった

ものをクリアする形で実施をしているところでございます。例えば距離感につきましては、給食

はテーブルは６人がけのところを３人にしていたり、対面にならないように配慮をしたり、昼寝

についても以前より間隔を開けて寝ていたりというようなことでございますし、消毒につきまし

ては、園児が帰った後は、毎日全室を消毒をし、ドアノブ等は基本的に１時間に１回消毒をして

いる。また、給食の前後、トイレの後等は丁寧な手洗いをしているということでございます。あ

と、換気につきましても、保育室は全室、常時窓を開けて換気をしているということでございま

す。

保育所につきましては、国の基準以上の保育士を配置をし、複数担任制で職員が協力し合いな

がら対応をしているところでございます。したがいまして、新たな職員の加配は考えていないと

ころでございます。必要に応じて施設をまたいだ支援体制等により、相互支援ということも行っ

ていきたいと考えております。

次に、小規模保育所のコロナ対応について、新しい生活様式に沿っているかとの問いでござい

ます。こちらにつきまして、先ほど申し上げました県のガイドラインが示されておりまして、こ

ちらを村のほうから周知を図って、それに従う形で検温や手洗い、消毒の徹底、換気等の対策を

実施をしているところでございます。７月には小規模保育所２園と日吉津保育所、それから福祉

保健課で３園の所長合同会議を開催をし、各園の新型コロナウイルス感染症対策の報告を基に、
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情報共有をしたり意見交換を行ったところでございます。また、各園の行事等につきましても、

新型コロナウイルスの感染状況を考慮しながら、実施の可否を判断されたり、新たな生活様式に

沿ったやり方を工夫しながら実施をしていただいているところでございます。今後も必要に応じ

て、各園間で情報共有をしたり、あるいは行政から指導を行うなど、感染症予防に努めてまいり

たいというふうに考えております。

次に、コロナ対策支援事業の対応について御質問がございました。こちらにつきましては、総

務課長のほうから答弁をさせていただきたいと思います。

以上で私からの答弁は終わりになります。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） この場で失礼します。三島議員の一般質問にお答えをさせていただ

きます。３点目のコロナ対策支援事業の対応ということで、４点質問をいただいているところで

あります。

まず、１点目の特別定２給付金は、村全体の対象者何人かと、全員受領されたのか、受領して

いない方があれば、その理由はということであります。まず、特別定２給付金の対象については、

令和２年４月２７日を基準に、住民登録のある全ての住民ということで、受給権者はその方の属

する世帯主ということでスタートをしております。対象者の状況につきましては、対象世帯が

２２２世帯、そのうち申請世帯が ２２０ということで、９ ⒐８％となっております。対象者数

につきましては ５２６人、申請者数については ５２４人ということで、９  ⒐９％となってお

ります。申請の受付期間は５月７日から８月６日までの３か月間ということで、５月の１４日か

ら支給を開始しまして、８月１４日で終了し、支給済みであります。未給付については２世帯と

いうことで、理由については居所不明などということであります。

続きまして、２点目の商品券と村内飲食店半２補助券はいつ配布されるか、村が指定する飲食

店はどこかという御質問であります。現在、他市町の状況を参考に、８月３１日に要綱を作成し

たところであります。村内飲食店につきましては、村内に主たる飲食営業店舗を置くものとして

おります。指定した店舗に申請していただき、登録が完了した後に補助券を配付予定でありまし

て、現在８件の事業者に登録申請を進めていただいてる状況であります。店名については、現在

手続中でありますので、この場では申し上げませんけども、確定後にまた周知をさせていただく

ということでお願いしたいと思います。商品券につきましては、準備ができ次第、対象事業者を

募集する予定としております。村内飲食店半２補助券につきましては、店舗が確定次第、９月中

に全戸配布する予定としております。商品券の配付時期については、この半２補助券の配布後、
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９月末を予定しております。

続きまして、３点目の各支援事業について、現在までの相談件数と申請件数はという御質問で

あります。資料につきましては、皆さんのお手元に配付しております。御覧いただければと思い

ます。未実施のものを含め、３１事業を実施しているところであります。相談件数につきまして

は、経営継続支援給付２０件、飲食事業者等緊急支援事業８件、税金の猶予、軽減２４件を中心

に御相談をいただいております。申請件数については、経営継続支援給付金１２件、税金の猶予、

軽減２４件を中心に申請が進んでいる状況であります。引き続き周知を図りつつ、事業を推進し

てまいります。

最後に４点目ですけども、コロナ支援事業を８月市報とホームページに掲載していることを防

災無線でＰＲしてはどうかという御質問であります。ホームページの掲載や市報８月号での周知

を図っておりますけども、８月末には防災無線での周知並びにひえづ１１３チャンネルによるＰ

Ｒも実施しております。今後も引き続き、様々な方法で周知を図ってまいりたいという具合に思

います。

以上で三島議員の一般質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（井藤 稔君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 再質問させていただきます。

初めに、１問目ですけれども、ごみ処理についてでありますが、１３年度の計画を見てみます

と、目標に４点上げられています。４点申し上げますと、米子市以外のごみ処理施設を整備して、

将来的には２施設体制で対処することを目標とするということが１点。そして２点目に、２３年

度の稼働開始目標を２９年度施設整備目標とするということがあります。それと３点目に、市域

のごみ処理施設は循環型社会基盤施設として整備するということが上げられておりまして、最後

に、４点目に、本計画の可燃ごみ処理施設の設置場所は、今後、適地調査を進める中で、市域化

の施設は特定の市町村に偏らないよう公正かつ適正な場所を選定するというふうに定めてありま

す。これを見まして、今回基本計画案と対照してみますと、集約っていうのは１か所にしていく

っていうことがありますが、この１３年度の整備目標の４点目の、偏らないっていうことがあり

ますが、これについてはどういうふうに検討されて、こういうふうになったのか。１か所に集め

ていくっていうことが今回の計画案に定められています。その点についてはどういうことでこう

いうことになったんでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 矢野住民課長。

○住民課長（矢野 孝志君） 三島議員の質問にお答えします。平成１３年度の計画で偏らないよ
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うにということと、このたびの構想の中では集約するということの食い違いということでござい

ますが、この間の検討の中、それから可燃ごみの焼却施設の集約、それと今の不燃ごみのリサイ

クル施設、そういったところの老朽化も併せて、令和１４年度に改めて稼働するということの中

では、集約したほうがいいのかなという方向に変わったということでございます。以上です。

○議長（井藤 稔君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 今回、村長はこれの構想に参加をしていくということを表明され

たわけですけれども、その公表されるに当たって、一般の中でも家庭ごみと、それから事業系の

ごみがあるわけですけれども、そういうところに対しての説明っていうのは要らないものでしょ

うか。それをされてっていうことにはなりませんでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 矢野住民課長。

○住民課長（矢野 孝志君） 三島議員の質問にお答えします。構想案ができて、それで議会等に

説明をさせていただきながら進めてきておりますが、その中で、平成１３年度に基本計画ができ

て、それからその後、平成の１６年度の６月議会で、この議会で可燃ごみ処理施設に参加してい

くんだという方向が出て、１３年度の計画に基づいてずっと進めてきている中でございます。そ

の中では、村でも今現在、可燃ごみの処理施設を持っておりませんし、市域化に参加していかな

いとなかなか処理ができないという点では、平成１３年度からの流れに乗って処理していかない

といけないという判断をしておりますので、そこに乗ってきているということでございます。あ

との、それをするしないという判断を住民さんに仰ぐということはちょっとありませんけども、

今後の分別とか、そういったこと等での住民さん等のお話をさせていただく機会は設けていかな

いといけないのかなとは思っております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 私は、日吉津村で焼却場を持つっていうことはできないことだと、

それは理解しております。ですので、もう米子市で焼却をしてますので、それはそれでいいです

が、何といいましても、日吉津村と米子市と比べると大きさが全然違います。人口、所帯、事業

所、そういうものについて、全然違うなっていうことを思ってます。ですので、そのごみの分別

にしましても、日吉津村は県下でも一番の分別をして、資源ごみのでもトップをいきておるって

いう、そういう指標っていいますか、も出されておりますけれども、そういうのが、いろいろ聞

き合わせてみますと、大きい市に組み込まれていくということを耳にしました。ですので、やは

り統一、すぐにはならないと思いますけれども、ごみの統一化を図らないと日吉津村のやってお

ることはできなくなってしまうんじゃないかっていうことを感じるわけです。米子市からでも転
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入はたくさんあると思いますし、何でせないけんかとか、この頃自治会長さんも大変苦慮されて

おる面もたくさんあります。その点で、在り方検討会というので検討されたということですけど

も、これは非公開です回、公開を会議がされておりませんので、どういうふうに何か検討、話合

いがなされたかっていうことは分かりません。決められたことがここに出てきておりますけれど

も、いろいろこの市域でやっていくっていうことになると、ある程度の統一化を図らないと負担

金とかそういうことにも影響してくるんじゃないかっていうふうに思ってます。そういうことの

検討っていうか、どういうふうになってるのかなっていうことが一番ちょっと気がかりなんです

けれども、どういうお考えでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 矢野住民課長。

○住民課長（矢野 孝志君） 三島議員の質問にお答えします。分別の統一ということでございま

すけども、御質問の２点目で分別の方向は出されていますかというところからで、村長も申し上

げましたが、今現在は可燃ごみの市域化に参加するかしないかを問われている時期でございます。

改めて市町村が参加するということを確認して、その後の施設整備計画を今後立てます。そのと

きに改めて検討するということになっておりますので、今現在では、構想案の中では軟プラと布

類をどうするかという検討の項目は上がってきておりましたけども、その項目と、あと独自処理

の項目がございますので、その分も含めて、今後の会議等の中で検討して進めていくということ

になります。以上です。

○議長（井藤 稔君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） ８月１１日に本議会は説明を受けましたけれども、そのときに、

今後選定される委員さんの会議は公表されますかっていうことを尋回たんですけれども、回答が

ありませんでした。皆さんに知らせない中で検討をしていきて、決まったからこういうふうにや

りますっていうことでは、私はそれはよろしくないなっていうふうに考えてます。日吉津村の今

回出された構想案によって、各町村のごみの処理の表が出されてますけれども、日吉津村の事業

系のごみっていうのが物すごい上がってます回。米子市なんかとも全然違う数字が出ていまして、

何でこんなんなるんかっていうことを見てみました。それを見ますと、人口で割ってあるんじゃ

ないかなっていうふうに思ったんです回。日吉津村の事業所っていうのは、一応どれぐらいの数

でされておるのか、米子市が ０００か ０００ぐらいかなっていうのを思いますし、日吉津村 

はその１０分の１ぐらい、数字から割り出してきてみたんですけれども、それの出し方とか、そ

ういうこともありますし、いろんなこと考えてみますと、小さいっていう村、幾ら丁寧にごみの

分別とか、ごみを少なくしていくっていうことに取り組んでいても、大きいところに飲み込まれ

－４０－



るっていうことを感じます。その点をよく検討をしていかないと、これは負担金にも響いてくる

ことだと思います。その点について、どう今後も対処していかれるかということをお聞きしたい

です。

○議長（井藤 稔君） 矢野住民課長。

○住民課長（矢野 孝志君） 三島議員の質問にお答えします。事業系のごみと家庭系のごみとい

うことで、事業所数ということはちょっと拾ってる数字はないんですけども、確かに家庭系のご

み、生活系のごみと事業系のごみを比べますと、事業系のごみのほうが多い、３倍ぐらいあると

いうことで、村内の事業所がございます、特に、大型のシ赤ッピングセンター等ございますので、

そこからの事業所のごみは事業所が委託してる収集運搬業者によって、米子クリーンセンター等

に、各施設に搬入されます。そのごみと家からのごみ、家庭系のごみは行政のほうで収集させて

いただいてるごみということでございますけども、事業系と家庭系のごみを合わせたものが日吉

津村から出たごみという扱いになりますので、その分を含めて、事業系と家庭ごみを合計したも

のを含めて、各自治体で比較して搬入量割ということになりますので、搬入量割を使えばそのご

みでありますし、人口割ということでの方向になれば、事業所関係なく住民登録の人口によって

比較されるということでございます。以上です。

○議長（井藤 稔君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 昨年の１２月に鳥取県、国からの要望だったとは思いますけれど

も、西部地域循環型社会形成推進地域計画っていうのが出されてます、市域組合から。それによ

りますと、日吉津村の事業系のごみっていうのは米子市よりも低いです回。それが、今回の基本

計画案を見ると、物すごい倍数になってます。それのところが気になるところなんですけども、

それはどういうふうにして出されたのかなっていうことがあります。日吉津村は分別をしておる

っていうけども、事業系のごみが多いじゃないかと、それも含めて自治体で負担していくんだか

ら、それで一緒だっていうことにはならない、そういう考え方になるのかっていうことを思いま

す。その点がちょっと気になるところなんですけれども、いかがでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 矢野住民課長。

○住民課長（矢野 孝志君） 三島議員の質問にお答えします。事業所等のごみが増えてるという

推計ということでございますけども、推計の中では今までの実績を基にして単す推計ということ

を聞いておりますので、その中で伸びてくるような予測になってるのかなということは一つ予想

できますけども、いずれにしても、そのごみを含めたものが日吉津村のものになるということか

らは、ごみの実績割とかにするか、それか人口割にするかによって方向が変わってくるというこ
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とでございます。それについては、今後の検討材料になってきますので、その辺で今後詰めてい

く案件になるのかなと思っております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 実は、先日ですけども、昨日ですけれども、私たち等々の西部地

区委員会議員団から西部市域に要望をいたしました。そのときに、いろいろ質問もして回答もい

ただきましたけれども、このことにつきましては、何か気がついておられないなっていうことを

思ったんですけれども、小さいところなので、人数が少ないから、人数で割っていけば高くなり

ます。それを、そうだけえ仕方がないわっていうことでは私は済まされないなっていうふうに思

ってますので、今後っていうか、もう今後しかありませんけれども、選定委員さんに任せられる

のかなっていうことを思ってますが、よく検討していただきたいというふうに思います。

それと、村長にお尋回いたしますけども、今回、説明もせず、それこそ家庭とか事業者にとか

説明もないっていうことです。１３年度のときを調べてみますと、物すごい説明に回っておられ

ます回。各自治会に回っていってるっていうのが残ってます。やっぱり住民に対してのＰＲ、説

明っていうのが重要ではないかなというふうに思ってます。負担は誰がするのか、税金でします

から、その負担金をやはり減していく、市域ですれば効率的っていうのはありますけれども、そ

の点、皆さんに理解もしていただかないといけないっていうこともあります。

昨日のその要望の中で、職員さんの答弁ですけれども、自分たちは決めてどうしてくださいっ

ていうことはありませんと。各自治体で決められたことを私たちはやらせてもらってますってい

う答弁でした。そういう答弁でいいのかなっていうことを感じたんです回。みんながええってい

う感じを持ってましたけれども、そういう市域組合の在り方、その中にすぐこういう案に対して

賛成していっていいかっていうことを思うんですけれども、村長、どうお考えになりますか。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。まず、先ほど事業所からのごみも合わせたところ、

非常に多いということがありましたけど、これ、グラフを見ると日吉津村突出して多いんですけ

ど、これ１人当たりということですので、全体量、事業所と家庭含んだところを人数で割るので、

どうしてもやはり日吉津村は１人当たりにすると多くなってくるというようなグラフになってい

るということだと思っています。

ちょっと市域の職員の方がどう答弁されたのか存じ上げませんし、ここでコメントすることで

はないかとは思いますけれども、まず、基本構想につきましては、先ほど来答弁をしております

が、平成１３年度に長期的なことでやっていきましょうというのが決定を既にされている、それ
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をいかにこのたび具体化していくというところで、冒頭議員からもありました、年数もたってい

ますので、そういったところで現状も踏まえたところで、どうしていきましょうかという構想を

つくっていくことだと思っています。先ほど何か所にしますかみたいな話もあったんですけれど

も、これまだ構想の途中段階でして、これまだ決定した構想ではありませんので、このたび各構

成の市町村がこの計画構想に参加をするか、どうするかということを意見を出してきて、その上

で全体としてどういった考え方にしていくというのが、今後決定をしていく、先ほど来あります

分別の件についても、このたびは現在ではまだ決定したものではなく、今後の施設整備に併せて

検討をしていくというような段階でございます。そういった現状を踏まえまして、本村としては、

今米子市に委託処理をしてもらっているような現状も踏まえ、これは当初の１３年に立てられた

長期計画に乗る形で参加をしていくべきではないかということで、その方向性を今出していると

ころでございます。

また、住民の方等への説明につきましては、先ほどリサイクル等の話もありましたけれども、

やはりこの構想もまだ途中の段階でございますし、また、今後そういった分別等、実際に住民の

皆さんに御理解をしていただき、その御意見をいただくような必要が出ましたら、そういった場

合にはやはり御意見を聞いて進めていく必要もあるかなというふうに考えているところでござい

ます。以上です。

○議長（井藤 稔君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 村長としてはこれに参加していくっていうことですけれども、こ

れを見てみまして、集約をして１か所にしていくっていうことについて、日吉津村はそういう選

定の場所にはならないだろうと思いますから、それは安心かもしれませんが、いろいろ他町にし

てみればそういう心配もあると思います。ですので、急々に参加してきてするっていうことでは

なくて、やはり全体を考えた中でどうするかっていうことを考えた上で参加していってほしいっ

ていうことを思ってます。コースが現在のも含めて７コースですか回、あります回。それの中で

どうするかっていうこともありますし、それについても住民の意見もあるだろうし、効率化だけ

ではできないっていうことを思ってますので、その点考えて村長には参加してほしいなっていう

ことを申し上げておきたいと思います。

そうしますと、最後の、時間がなくなりましたので、コロナのことについて再質問させていた

だきます。たくさんの事業を実施をしていただいてます。特別定２給付金につきましても約１０

０％ってありますが、あと少しが受給ができなかったっていうこと、こういう人たちに対して、

私が途中で担当者の方に聞きに行きましたら、あと１１件ですっていうことがありましたけれど
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も、そのときに、どういうふうに対応しますかっていうことを言ったら、いろいろ直接にそうい

う人たちにこうしてくれっていうことは言われてないので、そういうことはせんでいいっていう

ような感じの答えでした。私は、全体、公務員の仕事としてそういう答えでいいのかなっていう

ことを感じとりました。それが全事業について言われるようになったら大変だっていうことを感

じております。でも、その後対応されたのか、あと少しっていう、それがどうしてなんだろうな

っていうことを今感じてます。

それと、あと１点ですが、先日、村内歩いてますと、三島さん、もう持続化給付金は出んだか

いなっていうことがありました。でも、これまではいいと思っとったけども、今もうやばいだが

んなっていう意見を言われました。こういうこと、こういうこと、まずは役場に行ったりして、

税の減免もあるし、そういうこともあったりするから相談をしてとか、自分たちの会の中でって

言われたから、じゃあそこに行って相談してくださいとか、そういうことは申しましたけれども、

これ出しただけのことでは、私はいけないのじゃないかなと思いました。日吉津村の、日吉津村

は中小企業ですけれど、小が多いかもしれませんが、その人たちの現在の経営状況をどういうふ

うに把握しておられるかっていうことが知りたいです。どんな状況にあるかをお願いします。答

えてください。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。まず最初に、最初におっしゃいました、職員が対応

したということですけど、ちょっと私は聞いておらないところではありますが、やり取りの中で

どういった対応をしたのか、ちょっと承知はしてないですが、やはりしっかり実際はやってます

し、それなりの対応をすべきだったのではないかなと思っています。実際のところ、やはり個別

で連絡、電話をさせていただいたり、手紙を出させていただいたり、あるいは防災無線のほうで

も何度も放送をさせていただいたりということで、一生懸命これは一人でも多くの方に受け取っ

ていただけるような取組はしてまいったところでございますので、少しその対応があったとすれ

ば、そこは申し訳なかったなというふうに感じております。

それから、村内の事業者への経営状況等の把握についてでございますけれども、これは現在商

工会のほうを通じまして、中小企業診断士の支援というような事業をやっております。商工会に

村から補助金を出して、その中で見ていただくということなんですけれども、専門の中小企業診

断士の方に、それぞれの企業のほうで経営状況を見ていただいて、今後の経営のやり方、進め方

の相談をいただけるような支援をしてまいっているところでございますので、そういったところ

を通じまして、御相談をいただければ、そういったのも使っていただきながら、考えていただけ
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るのではないかなというふうに考えています。以上です。

○議長（井藤 稔君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 商工会は当然に調査をされると思いますけども、それを役場の担

当っていいますか回、そういうところでどういうふうに把握しておられるか、日吉津村の状況が

どういうふうに変わってきてるかっていうことを把握をされないといけんのじゃないかなと思い

ます。私はそういうふうに思ってます。今、日吉津村の、家庭も一緒ですけれども、どういう状

況でどういうふうに動いておるっていうことを、厳しくなってきたとか、そういう状況を把握し

ていく、商工会に任せているっていう感覚では、私はいけないんじゃないかなと思います。

それと、国からの給付金が出るわけですけれども、それは全２が予算化されてないではないで

すか回。まだ、その以後の対応について、どうお考えになってますでしょうか。それを最後にお

聞きしたいと思います。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。まず、商工会との連携でございますけれども、つい

先般も商工会と一緒に会を開きまして、その状況については情報交換をさせていただいたところ

でございます。引き続きこういったこともしながら、状況把握に努めてまいりたいと思っていま

す。もう１点は何でしたっけ。

もう１点、じゃあ、総務課長から答弁いたします。

○議長（井藤 稔君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 三島議員の御質問にお答えします。臨時交付金の関係だと思います。

若干まだ残っておりまして、ただ、３次の部分もあるということを聞いておりますので、またそ

れと併せて、それから、今やってる事業のやった後の結果の残りっていいますか、そういうこと

も含めて、全体を含めて、もう一度考えて、できることをやっていきたいという具合に思ってお

ります。以上です。

○議員（４番 三島 尋子君） ちょうど時間になりました。終わります。

○議長（井藤 稔君） 以上で三島尋子議員の質問を終わります。

○議長（井藤 稔君） ここでしばらくの間、休憩をいたします。午後の再開は、午後１時とし

ます。以上です。

午後０時１５分休憩
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午後１時００分再開

○議長（井藤 稔君） 再開します。

引き続いて一般質問を行います。

議席番号７番、前田昇議員の質問を許します。

前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 議長のお許しをいただきましたので、７番、前田、一般質問をさ

せていただきます。今回の質問につきましては、大きく３点であります。既に昨年来何度か私自

身は一般質問で伺っている内容でありますが、経過も含めて御報告いただこうということで質問

をしますので、よろしくお願いします。

まず、大きな１点目は、本村にとっての懸案であり、今年の一番大きな仕事であります新しい

子育て拠点施設の設計に関してであります。保育所をはじめとする複合施設について、既に基本

計画がまとめられて、７月に村民に説明会が持たれ、この９月の頭にはホームページのほうに、

いわゆる理念的な基本計画が公表をされております。予定でおりますと、その基本計画を基に、

より具体的な設計案が今後示されると。基本設計、続いて実施設計ということで、多分構造の分

かるような図面も添付されたような設計図がこれから提示されるということだろうと思います。

そういった観点の中で、まず、１点目、子育て拠点施設の基本設計ということでありますが、

私が先ほど述べました基本計画、それから今後示されるであろう基本設計、さらには実施設計に

ついて、村のほうの予定なり現状がどのように進められているかっていうことをお聞きしたいと

思います。それについて２点ほど細かく伺っておりますのは、７月のいわゆる計画案の提示しま

した住民説明会が７月の１２日に開催をされて、多数の方に御参加いただいて大変貴重な意見が

多数出ておりましたが、その際の説明内容あるいは質問に対してどのように回答されているのか、

あるいはそういったことがどうも村民の目に見えるような報告がされてないというふうに思いま

すが、その辺の扱いをどのようにされるのかということが１点であり、その続いて、パブリック

コメント、村民から募られていて、６人の方が提出をされております。これについては、９月１

日のホームページに公表がされておりますし、本議会にも資料が配付されておりますので、その

点については公表されたということになりますが、その辺の経過について伺うと。それから、今

後の取組としまして、先ほど言いました図面等が付された基本計画が、ほぼ予定では完成される

ような時期になっているわけですけども、これについては村民にどのように公表されて、計画の

ときに行いましたパブリックコメントをどのようにされるのか、パブリックコメントは当然すべ

きだというふうに私は思っておりますが、その点についての考え方を伺うと。これが大きな子育
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て拠点施設についての質問項目であります。

続きまして、大きな２点目は、村民参画による総合計画の策定ということであります。これも

以前にも伺っておりますが、ここにあります総合計画が、来年から１０年間の計画がつくられる

ことになっております。第７次の日吉津村総合計画ということで、これは今後の１０年間にわた

って村民にとても大きく影響のある村の施策を方向づけるものであります。世の中はどんどん変

化をしておりますので、今後１０年間の村の施策を方向づける総合計画の策定については、具体

的にどのように進められるのかということを伺いたいと思います。

特に、その中で小さな１点としましては、この１０年間の基本構想をつくるに当たっては、村

民の皆さんに村を取り巻く新しい課題とか、改めて重要視すべき課題について、まずは村行政の

ほうから村民の皆さんに分かりやすく情報提供することが必要だと思います。いわゆるアンケー

ト調査を実施されておりますが、私から言えば、アンケート調査も重要でありますが、それと並

行して、行政で知り得る今後の課題というものを村民の方に示して、そういうものを含めて、村

民の方に考えていただくというのが本来あるべき形じゃないかなというふうに思っておりますの

で、その点についての質問です。

それから、同じような話になりますが、村民の皆様が一人でも多くこの計画策定に関わるとい

うことが、結果として出来上がった計画が村民に浸透し実行あるものになると、そういった点に

ついてどのように工夫されるか。とりわけ１０代の若者も含めて、そういった皆さんにいかにそ

の策定作業に参加いただくかっていうことを工夫をされたいと思いますが、その点についてどの

ように考えられているか、これが大きな２点目です。

さらに３点目、大きな３点目は、ヴィレステの村民活用の把握をということであります。この

ヴィレステにつきましても、私も常々何度か伺っておるわけですが、この間、ヴィレステを村民

の方がどのように利用しているかということで聞きますが、毎回、特にそういう統計は取ってい

ないということで、そういった答弁をいただいているわけですが、村民の生涯学習とか村づくり

を支援する施設として、その概数も把握されてないということでは大変不十分なんではないかと

いうふうに考えております。今後は、ぜひヴィレステの利用者のうち、村民の方がどのような学

習テーマで、あるいはどのようなグループで活用いただいていて、それが村づくりにどのように

つながっていくかという観点で、ぜひ、少なくとも、そういう統計はきちんと取って、いわゆる

日吉津村のコミュニティ活動あるいは公民館活動の拠点でありますので、いかにそれを推進して

いくかという方向で取り組んでいただきたいということで、まずは村民活用の状況把握をされた

いということで、大きな３点目質問をしております。
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以上、３点について御答弁いただいて、議論を深めてまいりたいと思いますので、よろしくお

願いします。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） それでは、前田議員からの一般質問にお答えをいたします。

まず、大きな１点目として、子育て拠点施設の基本設計等々進め方について御質問でございま

した。まず、現在進めております大型子育て拠点施設の基本計画につきまして、７月の１２日に

住民説明会を開催をさせていただきました。あわせて、７月の１日から７月の３０日までパブリ

ックコメントで意見を受け付け、６件の御意見をいただいたというところでございます。その御

意見等に対しまして、基本計画案の中で読み取れるもの、また新たに追記するもの等の精査をい

たしまして、８月中に加筆修正を行い、基本計画を完成させたところでございます。９月の市報

紙には、パブリックコメントの概要を掲載し、ホームページでパブリックコメントの詳細を公表

をしております。住民説明会で出していただきました御意見につきましても、ホームページで掲

載をするとともに、取り込めるところは基本計画の中に取り入れながら計画を決定をしたという

ことでございます。

次に、基本設計についての質問でございます。基本設計についてもパブリックコメントが行わ

れるべきだと思うということでございますけれども、現在、基本計画の案のパブリックコメント

を受けまして、その意見を反映しました基本計画を策定いたしました。その基本計画に基づいて、

その集約として基本設計を行っているところでございます。したがいまして、改めて基本設計の

案に対してのパブリックコメントは実施をしないという方向で考えているところでございます。

なお、今後の予定といたしましては、９月の下旬頃までにはこの基本設計の案を作成をし、平

面図、それから完成パース、予想図ですけれども、こういった図面を幾つか作りまして、これを

もって、議会はじめ、１０月の１１日には住民の皆様を対象とした報告会を開催したいというこ

とで計画をしているところでございます。その後、１０月中には基本設計を完成をさせ、実施設

計に向かってまいる予定として計画しております。

次に、総合計画の策定についての質問でございます。総合計画の策定に当たりましては、村民

の皆様への情報提供を行っていくこと、また、なるべく多くの皆様方に計画策定に携わっていた

だくことは、これは非常に意義があることであるというふうに認識をしております。今年の１月

末に実施をいたしました村民アンケート、たくさんの皆様方に協力いただきましたが、この結果

につきましては、市報の紙面で報告書を全戸配布する旨を周知させていただき、その上で村報の

６月号の配布時に併せて報告書を全戸配布をいたしております。また、ホームページのほうでも
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これを公表しているというところでございます。

現在は、村の職員でこのアンケート結果を共有し、これまでの取組の成果や課題を振り返ると

ともに、今後の日吉津村の将来像などについて検討を進めているところでございます。６月３０

日に行いました職員対象の振り返り研修では、職員も総合計画だけではなくて、総合戦略につい

ても同時にこれを振り返りを行うことによって、課題も含め、共通の認識を持つことができたの

ではないかというふうに考えております。また、７月の２９日にも職員検討会ということで、総

合計画策定に向けての村の目指す基本理念及び将来像、併せて自治基本条例の振り返りに関する

研修を実施いたしました。自治基本条例への職員の認識を深めつつ、職員で日吉津村のこれから

将来像等について意見を出し合ったというところでございます。

今後につきましては、住民の皆様から意見をお聞きする一つの方法として、村づくり委員会の

開催を検討をしております。村の様々な活動の拠点となっている自治会からの推薦を、自治連合

会にて協力のお願いをし、推薦をいただいているところでございます。現在、職員のほうで検討

しております内容を取りまとめていきながら、村づくり委員会のほうで皆様方から御意見をいた

だくような場を設置したいというふうに考えているところでございます。

この委員会に参加していただく村民の皆様はもとより、村民の皆様へ分かりやすく情報提供と

いうことに関しましては、村づくり委員会での資料であるとか、あるいは開催の結果等をホーム

ページや市報紙に掲載をしたり、あるいはパブリックコメント等によりできるだけ分かりやすい

内容の情報提供をし、より多くの意見を収集したいと考えているところでございます。そういっ

た面におきまして、村民アンケートは非常に貴重な意見を収集する、いただく方法だったのかな

というふうに考えているところでございます。中高生からも現状に対する意見や将来に向かって

の意見が寄せられたことも大きな成果だと思っております。こういった内容につきましても、総

合計画のほうに反映を検討してまいりたいということを考えております。

また、特に１０代の若者の参加、参画ということでございましたけれども、今申し上げました

アンケートのほか、地方創生の推進会議のほうでございます、こちらのほうには１０代の委員も

参加をいただいているところでございます。こういった１０代の委員の若者の意見等も反映をし

てつくってまいりたいというふうに考えております。

次に、大きな３点目として、ヴィレステの村民活用、村民の皆さんがヴィレステをどのように

活用をしておられるか把握すべきだという御質問でございます。こちらにつきまして、ヴィレス

テひえづの利用者数につきましては、コミュニティセンターは会議室ごと、それから健康相談健

診センターは健診と相談利用ごと、図書館は貸出冊数や登録者数ごとに集計を行っているもので
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ございます。令和２年の３月議会で議員のほうから利用状況の報告を求めるとの御質問を受け、

これに対する資料を提供させていただいたというふうに認識をしております。

その際に、主催者別、利用団体は誰だったかというような集計はないかというような御質問だ

ったかと思いますけれども、こちらにつきましては、主催者別の利用状況については集計を行っ

ていないというお答えでございます。議員が求められております施設の利用者の、使われた方が

どういった方だったかという詳細な内訳についての集計というのは行っておりませんが、教育委

員会、ヴィレステひえづが主催して行う事業はもとより、各グループごとの活動については把握

をしているところでございます。そして、このグループ活動や参加者の維持、拡大に取組を行っ

ているところでございます。

現状といたしまして、そうした取組を行うことによりまして、本年度かがやき学級の参加者で

ございますけれども、平成３０年度は３８名だったところ、３１年には４０名、今年度は４３名

というふうに増加をしているところでございます。また、昨年度、令和元年度は１６であった活

動のグループにつきましても、令和２年度には１８グループに増えたところでございます。例え

ばで申し上げますけれども、囲碁・将棋のグループであれば村内の方が１０名、村外はなしで合

計１０名というような、どういった方たちが活動しておられるかということについては把握をし

て、それが活性化を図られるように取組は行っているところでございます。

今後も引き続き活動される皆さんを増やしていくような取組を継続しながら、生涯学習におけ

る学習内容や社会教育活動の成果を地域に向けて発表する機会を充実させるなど行うことにより

まして、各活動を地域に市げていく、そうすることで学びの成果を社会に還元し、次の新たな学

びにつながる連続性を生み出すことを目指して、取組を進めてまいりたいというふうに考えてお

ります。

以上、答弁とさせていただきます。

○議長（井藤 稔君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 追質問をさせていただきます。まず１点目の子育て施設の取組の

ことでありますが、先ほど村長の答弁には７月１２日の説明会の内容についてもホームページに

載せたということでありましたが、私はちょっと見落としたのかなと思うんですけども、載って

いたわけです回、それは。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。７月１２日に住民説明会を

開催しまして、ホームページのほうに７月２２日に説明会の報告ということでアップをさせてい
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ただいております。中身のほうにつきましては、一応いただいた意見を概要で載させて、ずらっ

といただいてるというような報告の仕方でありまして、また、それにつきましては今度の、先ほ

ど答弁でありました１０月の１１日に予定しております報告会のほうで、それに対してどういう

ふうな対応をしたかというようなことも説明をさせていただくようにしております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） その点、私のほうの見落としで失礼しましたが、ただ、あえて言

うと、質問の中に７月の説明会あるいはその後のパブリックコメントの結果についてと言ってる

ので、その点も今日事前に配っていただくとありがたかったかなと。パブリックコメントについ

ては書かれて、配っていただいております。そういった点です回。

それと、パブリックコメントをこの後はしないという話なんですけど、その辺が私はちょっと

理解がつかないんですけども、前回の説明会の計画のパブリックコメントについても７月の１２

日に開催ですが、遡って、７月１日から７月いっぱい、パブリックコメント１か月やることにな

ってますので、原則として、７月末までパブリックコメントを求めたということでありますので、

私はこのより具体的な設計についても、ぜひパブリックコメントをすべきだというふうに思って

ます。

ただし、そもそもパブリックコメントというのは、名前を書いてきちんと整理したものを書面

で基本的に出す制度になってますので、非常に出す側からいうと結構難しい作業だと思います。

ですから、本当に村民の方の声をっていったときには、いろんな説明会や何かで、アンケートな

んかで聞くべきだと思いますが、それでも、ある程度決定前に最終的な判断としてパブリックコ

メントを受けると。もちろん、パブリックコメントを受けても、全てが通るというわけではなく

て、それに対する答えを公開の下にやるというのが趣旨でありますので、そういった点で、この

基本計画のパブリックコメントについては６人の方が提出されているということで、内容を見ま

すと、非常に綿密に丁寧に書かれているものであって、６人の方がこれだけの意見を整理して出

されるっていうのは、私はこれは子育て施設に対する関心の高さだというふうに感心をして読ま

せていただきました。もちろん、それに対する回答も丁寧には書かれておりますが、私が言いた

いのは、やはりこういった熱意のある皆さんに応える意味で、やはりパブリックコメントを、設

計図が具体的についた段階で、２回目のパブリックコメントをすべきだというふうに思いますが、

その点、村長としてはどういうふうに考えられますでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。基本設計に対するパブリッ
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クコメントということなんですけれども、一応このたび基本計画の案に対するパブリックコメン

トをさせていただきました。議員のおっしゃいますように、本当に６名の方から熱心な、そして

高い関心を寄せていただき、御意見を資戴したところであります。それをその基本計画の中に盛

り込んで、なるべく可能な限り盛り込んでつくり上げました。その計画を形にしたのがこのたび

の基本設計ということで考えておりますので、それはもうそこで皆さんの意見を吸い上げたとい

うことで、当初から一応この基本設計に対するパブリックコメントというのはちょっと予定もし

ておりませんでしたし、今のところはパブリックコメントをさせていただく予定は考えてないと

いうところでございます。以上です。

○議長（井藤 稔君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 今のところは考えてないという、その辺の含みを期待をするわけ

ですが、基本設計を見てない段階で、私にとっても、このパブリックコメント出された人にとっ

ても、見てない段階でもう盛り込みましたって言われても、それはやはりちょっと理解に苦しむ

んではないかというふうに思います。今後、説明会をされる中では、私は、時間的な問題はある

でしょうが、やはり納得をいただくためにはパブリックコメントというものを抜かすべきではな

いというふうに思いますので、その辺については、そういう、まだまだ示されてないわけですか

ら、村民の方の反応も分からないわけなんで、その辺はそういう含んで考えていただきたいと思

います。

その上で、このパブリックコメントの６人の書かれた内容は非常に綿密なわけです回。それを

どう計画に、設計に盛り込むかという点では、非常にある面では、事務局なり村としては苦労も

あっただろうというふうに思います。その中で、もともと示されていた計画案、７月の説明会で

出された計画案と、このパブリックコメントも済んだ後、今回完成したとされている計画につい

ての違いでありますが、パブリックコメントの意見が１つ採用されて、保育所に個性の尊重とい

う言議が入ってます回。今、ちょっと前後しますが、この基本計画の中の最も重要な、その各施

設のコンセプト、こういう図柄があって、この中に４施設、さらに交流というものが真ん中に入

ってるわけですけども、その中の保育所の中に個性の尊重というものが入ってます。この辺の保

育所の施設において、個性の尊重っていうものをどのように、ソフト面もありますが、まずはハ

ード面としてどのように配慮されるのかっていうのを伺いたいと思います。

それから、もう１点見ますと、児童館において、これは逆に、児童館は村の自然や歴史に親し

むというふうな言わばコンセプトがあったわけですが、この部分は今回の完成版では削除されて

いるんですよ回。児童館のテーマとして、私自身は多少ユニークなテーマだなと実は思ったんで
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すけども、でも、今回削除されて、児童館に結局テーマで残ったのは、活動を通じた児童の健全

育成という、この１つになったわけです回。ちょっとここでは何か児童館の理念としては寂しい

んではないかな、もうちょっと市がりがあるんではないかと思うんですけども、要するに保育所

のプラスした面がハード面にどのように工夫されているのか、それから児童館からここを外した

経過、あるいはさらに児童館にもう少しコンセプトを加える必要があるんではないかと、その点

について御答弁いただいたらと思います。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。保育所の中に個性の尊重と

いう文言を加えさせていただきました。一番この計画の柱になる部分でありまして、そこに１つ

コンセプトを盛り込ませてもらったということで、これはパブリックコメントでいただいた御意

見です。それを反映した形でございます。それで、それをハードの中にどう取り入れるかという

ことなんですけども、これについては、直接ハードでここを変えるということはまだ考えており

ませんけれども、あくまで教育のソフト的な部分でそういったところをこれから考えていくとい

う意味合いで入れさせていただいたものでございます。

児童館については、文言がありましたけれども、やはりそれはちょっと省略させていただいて、

活動を通じた児童の健全育成ということをメインに持ってこさせていただいたということでござ

います。以上です。

○議長（井藤 稔君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 揚げ足を取るわけじゃないですけども、パブリックコメントの意

見を反映させて基本設計をつくりますっていう話でありますが、この辺りがやはり個性の尊重の

ために、新しい保育施設では、例えば分かりません、私の思いつきで言えば、造形的なコーナー

をつくりますとか、あるいは例えば絵本を通じて、このように子供たちの個性を生かしますとか、

随分ソフトとハードとつながる話だと思うんですよ回。ですから、そういった点は、今ここで答

弁というのないんですが、聞いたけどもこれは今後っていうんでは、やっぱりちょっと不十分な

んではないか。やはりもっと日吉津の保育所なりの個性の尊重というものについては、ハード面、

ソフト面もこういったふうに考えて、設備にこう反映させるっちゅうことが必要なんではないか

と思うんで、その点を今後の課題にしていただいたらと思いますが、その後の児童館のほうの、

ちょっと私、聞きそびれたかもしれませんが、結局これは児童館は、この活動を通じた児童の健

全育成というテーマだけが残るわけです回。率直に言って、物すごく一般的な学童保育あるいは

家庭との連携とか、あるいは放課後児童クラブのありようとか、そういったものが、これもソフ
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トになるのかもしれませんが、あまりにこれ１つでは不十分なんではないかというふうに思うん

ですが、いかがでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。まず、前段の保育所の個性

の尊重ということでございます。これにつきましてハード面にということでありましたけれども、

私、この御意見を資戴した方と直接お話をさせていただきました。その中で言われるのは、やは

りソフト面の意識の改革だということをおっしゃいまして、ハード面でこれをしてください、こ

れをしてくださいっていうことでは実際ありませんでしたので、それをこちらのほうがしんしゃ

くして、そこに結びつけるということは必要かと思いますが、そういった意味で今のところ、そ

れに直接結びつく施設整備ということが、ちょっと申し上げられないということでございます。

それから、児童館のほうにつきましては、御指摘のとおりではありますけれども、確かに書き

上げれば幾らか書ける内容ではあると思いますが、議論した中で児童館はこういうコンセプト、

そして交流スペースとの共存というような形でやっていこうというふうにまとめましたので、こ

の形にさせていただきました。以上です。

○議長（井藤 稔君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 要するに、放課後児童クラブとか学童保育というようなことにつ

いても、これは何か数年前に新しい指針が、保育指針もですが、新しい指針が出てると思います。

それについては非常に市くテーマがあって、私は自然というふうに、自然や歴史に親しむといっ

たときに、あるいは、施設内ではなくて施設外に例えばビオトープのようなものとか、プレーパ

ークみたいなものとか、そういったものでも考えられるのかなと、それはすばらしいなというふ

うに実は思っていたわけなんで、その辺のことも計画の中には１点検討いただいてもいいんでは

ないかなというふうに思ってますんで、ただ、改めて、もう少し児童館のコンセプトを吟味する

ほうが村民の人にとっては分かりやすいし、職員にとっても一つの活動の指針になるんじゃない

かと思うんで、よろしくお願いしたいと思います。

それから、パブリックコメントにもいろいろあったんですが、特に１点上げるとすれば、資料

館です回、民俗資料館について、簡単に言うと、面積が減築ということで、４つを集めた面積、

それ以上はできませんよっていう中で、保育も児童館も非常にテーマが市がってますし、子育て

施設センターもますます役割が大きくなってるわけなんで、結果的に資料館がくっつけてあるけ

ども、資料館の面積がどんと減るんではないかという御意見があって、その点については率直に

別の保管棟を造りますっていうような話が回答として出てますが、それについての現時点での考
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え方を補足説明いただけますか。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。この複合施設の中における

民俗資料館の面積というのは、議員御指摘のとおり、やはり全体を併せて減築するということか

ら、どうしても縮小せざるを得ないということが結果としてあります。それで、しかしながら、

今ある民俗資料館の収蔵物をどうするのかということでは、当然整理することはもちろん必要な

んですけれども、やはりその面積だけでは展示し切れない、収蔵し切れないという問題が出てき

ます。現時点では、先ほどおっしゃいましたように、別の棟を造りまして、そこに展示したり収

蔵したりということで、そちらも見ていただけるような建築物を建てようということで考えてる

とこでございます。

○議長（井藤 稔君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 非常に前向きなことで、一つの対応としては望ましい姿だと思い

ます。具体的になってないと思いますので、それはそれできちんと進めていただけたらと思いま

す。

資料館が、そういっても交流スペースというものがつくられて、いろんな世代の方に民俗資料

を、民具を見ていただくんだということの説明についてはいいと思いますが、改めて伺いますけ

ど、結局この交流スペースも含めて、新しい複合施設っていうのは、例えばそこに責任者とか館

長とか、ヴィレステのように施設長さんちゅうのはあるんでしょうか。それから、とりわけこの

交流スペースをきちんと管理運営するスタッフっていうのは、何かボランティアという言議も出

てますけども、その辺はどのように考えられてるのか、伺いたいと思います。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。この複合型子育て拠点施設の全体を統括するような

スタッフ、職員というかが必要でないかということでございます。こちらにつきましては、まだ

決定は当然決定はしておりません。ただ、やはり４つの機能が入ってくるということになってお

ります。保育所、児童館、子育て支援センター、それから資料館ということ、それぞれの機能を

持つものが入ってくるということでございまして、これをいかに全体としてやはり何ていうか、

効果を発揮していくかということは検討しないといけないと思っていますので、そういった面に

おきまして、人をどうするかということも併せまして今後検討をしてまいりたいというふうに考

えています。以上でございます。

○議長（井藤 稔君） 前田議員。
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○議員（７番 前田 昇君） そういうことになろうかと思うんですが、先ほど言いました施設

にボランティアの人っていうのは、どういう方向性なのか、ちょっと伺いたい。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） ボランティアということにつきましては、これは具体的に誰かに話をし

て、この人がこうしてくださるということの話ではないんですけれども、民俗資料館という機能

がこの中に入っていくということで、やはりこの日吉津村の歴史とか文化っていうのを子供たち

に伝えていくようなことを考えていかないと、いくべきではないかなというふうに考えていると

ころでございます。そういった点におきまして、職員というのもいいんですけど、やはりその辺

りのものは、これはどんなものなんだよとかっていうことをお話をいただけるような村民の方に

も御協力をいただきながら、村の歴史、文化、伝統といったものを語り継いでいくような仕組み

ができないかということで、そういった表現をさせていただいているところでございます。以上

です。

○議長（井藤 稔君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 分かりました。そういった具体的な方向になれば、それはそれで

望ましいなというふうに思います。

それから、ちょっと前後しますが、先ほどの面積の話ですが、以前に議員の全協で私のほうが

ちょっと質問したんですが、要するに減築の問題ですが、現在の面積をそれ以上にならないよう

にするということで、それが起債なり、あるいは交付税算入というのも伺いましたけど、そのと

きに質問したのが、やはり４０年保育所がたっていますと、現代でもバリアフリーとか、トイレ

とか入り口とか、いろんなバリアフリーを考えるといった点では、結果的に面積がどんどん市が

るんですよ回。やるべきなんですけども、どうしても市がる。それからもう一つは、本村の場合

に、例えば入所児童が減るどころか、むしろ増えているとか、あるいは人口が増えているとか、

そういう言わば特殊事情について、この国の方針の中で、ある面では一部免除されるといいます

か、事情をしんしゃくいただけるようなことはないのかっていうことを伺ったときに、ちょっと

確認をしてみますということではありましたが、その辺についてはいかがだったでしょうか。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。以前、前田議員のほうから

そのような御質問いただきました。やはり、床面積を算出するに当たっては、そういったバリア

フリーとかそういったようなものでそこは算入されないとかいうようなことはないということな

ので、その考え方になるとちょっと難しいのかなというふうに思っております。以上です。
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○議長（井藤 稔君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 非常に難しい点かなとは思いますが、それにしても、例えば総合

戦略なんかとの絡みで、今すぐどうっていうことできないかもしれませんが、やはりそういう日

吉津村の他にはない事情っていうのを何とかクリアをいただけるような道は引き続き検討してい

くべきだと思いますので、その辺の取組はぜひお願いをしたいなというふうに思います。

それからもう一つは、子育ての施設については、この後にも関連しますが、総合計画のアンケ

ートの中にも結構いろいろ書いてあります回。特に、私がよく注目するのは、やはり記述式の部

分なんですが、記述式の部分に、子育ての支援についてはもっと充実してほしいというふうな、

あるいは子育てされてる若い方々の声をもっと聞いていってほしいとか、それから、保育所のビ

ジ赤ンとか方針が見られるパンフレットがあればいいのにっていうふうな話や、もちろん児童館

については時間延長とか、かなり高い関心がかけられているというふうに思います。そういった

点でいうと、また話が戻るかもしれませんが、まだまだ村民の方はこの子育ての複合施設につい

ては、いろんな考え方や要望やお持ちなので、パブリックコメントに限らず、多様な御意見をま

ずはしっかりいただく場面をつくるっていうことが、もちろん全てが実現はできないわけですか

ら、それは今度はこちら側の説明責任ということになるわけなんで、ぜひ丁寧に具体的な設計の

場面で対応していただきたいというふうに思いますが、パブリックコメントは別にして、この次

の説明会についてはどのような対応で臨まれるのか、その辺をもう一度お話しいただきたいと思

います。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。今度の報告会につきまして

は、まず、新たに基本設計案ができますので、それをお示しさせていただく。それから、これま

での先ほども言いましたけど住民説明会、それからパブリックコメントでいただいた御意見を紹

介しながら、それに対する対応をこうしたんだよというようなことを御説明をさせていただきた

いなというふうに思っております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） ちなみに説明会で行います基本設計ですが、基本設計の案は、説

明会を待たずして、それこそホームページ等に公表したりっていうことはできると思うんで、そ

ういったことはやりますか。ぜひやってほしいと思うんですが。

○議長（井藤 稔君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。それについては検討してま
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いりたいと思います。

○議長（井藤 稔君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 先ほど自治基本条例の勉強会を職員でされたということでありま

すので、自治基本条例の趣旨はそういった趣旨でありますので、できることはどんどん村民の方

に公開していくということであります。議会の最終日に議員に説明があるというふうに伺ってお

りますが、もちろん議会としても議員にも説明をいただきたいんですが、基本的には私はあえて

言えば、首長は住民の方に村民の方にまず一番に情報提供して何ら問題がないというふうに思っ

てますので、並行してやっていただいたらいいんではないかなというように私個人は考えており

ます。

それで、言いますと、議会としても、議会の最終日に説明を受けて、その短時間で議員が何か

意見を言ったとしても、最終的には村民への報告会っていうことになりますと、あえて言います

と、議員として作成段階に対する意見ということがなかなか言えないので、いろんな時間的な問

題があるかと思いますが、議会の最終日に説明をする、で、それまで配付もされないっていうの

では、私は少しどうかなっていうふうに、あまりいろんな意見をもらうまでにある程度事を進め

てしまうというふうにうがって感じる面も多少ありますので、その辺は気をつけていただきたい

というふうに思います。

子育て拠点施設については、何度も口を酸っぱく、くどくど言って恐縮ですが、これは現時点

の利用者だけではなくて、全村民にとってこれから４０年間の言わば人づくりの拠点、入り口に

なる施設ですので、改めていろんな世代の方に説明をし、理解を求めるということが必要だとい

うふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

では、２点目の総合計画のほうについて質問させていただきますが、基本的に今回私が総合計

画で聞いておりますのも、先ほど来、いかに村民の方に分かりやすく情報提供して関心を持って

もらって、あえて異論反論をたくさんもらうかということがまず入り口になるということで、基

本的には共通しておりますが、この村民参画による総合計画の策定ということで、従来から言っ

ておりますのが、役場の中でたたき台をつくってしまう前に、これは例えば農業の問題にしても、

あるいは高齢者介護の問題にしても、それぞれいろんな課題を住民の方が持っているわけですの

で、その皆さんにいかにいろんな意見を出していただくかっていうことで言えば、やはり市く場

をつくっていくということでありますし、それから、以前にも言いましたように、例えばＳＤＧ

ｓのような、これから自治体がしっかり考えて具体化していかなきゃいけないテーマを、それを

日吉津村においてはこういうことが課題になるんではないか、あるいは日吉津村がやってる、例
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えばごみの分別化はここにつながる話だとかっていう、そういう情報提供をやっぱりやっていか

ないと、村民の方はいきなり集めて意見をといっても、前の資料を見て、ああ、これでいいのか

悪いのかっていう話にどうしてもなってしまうので、先手を打って、共通認識をつくるための情

報提供を必ずやるべきだと。もちろん村民の会の中で提示するのもいいんですが、むしろ、これ

までの反省点よりも、これからの村の課題を職員の中で拾い集めて、それを村民の方にあらかじ

め情報提供しておくっていうことが大事だと思うんで、その点について、まず、事前の情報提供

ということについて、どのように考えられているか、お聞かせください。

○議長（井藤 稔君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 前田議員の御質問にお答えいたします。事前の情報提供という

ことで、コロナの関係もございますが、理想として、おっしゃるとおりのことだと思っておりま

す。ただ、１月に実施しました村民アンケート、非常に有意義な記述、特に記述とか、個別選択

する項目は分析に使えるんですけども、様々な意見が出ておりました。それをもって、職員の研

修会で出た意見、いろいろ検討されて、いろんな職員として村民さんの意見を吸い上げて、様々

な課題が浮き彫りになっております。

新たな課題とおっしゃいましたので、大きなところで言いますと、先ほどおっしゃいましたＳ

ＤＧｓ、これは当然ですけども、Ｓｏｃｉｅｔｙ⒌０、それから地域未来構想２０なんていうの

が、１０年前と比べて、新たに取組として上がってきております。これらは大きな課題なんです

けども、個別の課題の中でアンケート結果とかを基に職員でいろいろ話し合った結果、やはり特

異な、日吉津村、特殊な例で人口がどんどん増えておる状況の中、新たな日吉津に転入された方

と従来からの方との付き合い方っていうのの課題が浮き彫りになっております。これはやはり都

市化が進んでおるということと、考え方がそれぞれ年代によって違うと思いますので、それらが

融合し合うというか、そういう着地点を求めるような課題が出されておりました。簡単に言いま

すと、そんなところでございます。以上です。

○議長（井藤 稔君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 今、担当課長からいろいろ言っていただきまして、総合政策課が

できた一つのこれが肝だともいうふうに思いますんで、よろしくお願いしたいんですが、伺いた

いのは、これから村民の委員会、フォーラムですか、そういったものをつくられるということで

すが、どういった形で、その内容はどういうふうに進められるのかと、もう一つ戻って、先ほど

答弁いただいた、そういう情報提供をどのタイミングでやるのか、そういった点についてお聞か

せください。
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○議長（井藤 稔君） 福井総合政策課長。

○総合政策課長（福井 真一君） 前田議員の御質問にお答えいたします。まず、村づくり委員会、

各自治会から推薦いただいた委員さんで組織するんですけども、コロナの関係で、本来でしたら

既にスタートしているべきところなんですけども、このような状況の中でなかなか意見の吸い上

げっていうか、収集です回、こういったのが難しい状況となっております。そこで、先ほど言い

ましたアンケートの意見とかを基に、職員の中でまず素案、たたき台をつくって、それを事前に

配付して、集まる機会を設けて、その中で議論したいと考えております。以上です。

○議長（井藤 稔君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 今の事前にっていうのは、それは村民に事前にということですよ

回。職員がつくったものを事前に村民の方に配付するという意味で伺ったので。それで、コロナ

の中でやりにくいっていうことがありますが、私から言えば、いろんなやり方はあると思うんで

すよ回。以前にちらっと言いましたが、琴浦町さんなんかは住民票から、アトランダムじゃない、

一応何人かを住民票から名前を拾って、その人に会の御案内をして、もちろん全員が来られるわ

けじゃないんですが、村づくりの委員会に、こういったルールで決めましたので、ぜひお出かけ

くださいっちゅうことで出して、その、要するに自分からはこの間役場の会議には特に関心もな

かったし出てもなかったという人がそういった中で出てこられて、非常に貴重な意見をたくさん

出されてるということを伺ってるんですよ回。全国的にも何か所かそういう実践が今ありますの

で、集まってなくても、例えばモニター的な感じで、やっぱり自治会推薦もとても大事なんです

けども、そうでない、そういうルートのない皆さんにいかにアプローチするかっていうことで、

このアンケートもそういった意味合いがあるわけですけども、そういう、手を替え品を替え、村

民の方に理解を求める。そのための入り口としては、やはり時代が変わってますというふうなメ

ッセージを伝えるということがあるので、ぜひそこを工夫してやっていただきたいし、それから、

この村民の委員会も単に説明をして、質問、意見があれば終わりっていうんじゃなくて、以前に

やったようなワークシ赤ップ的なものを丁寧にやっていくという姿勢でないと、本当に村民の方

の意見が反映されることにならないので、よろしくお願いしたいと思います。

時間が少なくなりました。３つ目のヴィレステの村民活用の把握ということで、村長の答弁に

よりますと、それなりにグループの把握はされているということでありましたが、私の聞き方が

悪かったのか、この間とにかくそういう集計をしてませんちゅうことでありましたけど、私が言

いたいのは、要するに日吉津村のコミュニティセンターあるいは村民のための公民館活動として

村民の皆さんがどのような活動、あるいはどのような学習をしとられるかっていうことが年次的

－６０－



に把握されていないと、今後の事業が組み立てられないんじゃないかというオーソドックスな話

でありますので、そういう把握がされてるっていうことなら、それを基にきちんと、言わば委員

会もありますので、ヴィレステの運営委員会なんかで協議しながら考えるべきだと。さらに言え

ば、おおむ回例えば年代とか性別とかで、それは現場にいると分かると思うんです回、特に４０

代、５０代の男性とかが参加が少ないぞということとなれば、そのための施策を考えるべきだと

いうふうに思いますので、その入り口としては、もう少し村民の利用状況というものを把握すべ

きだと。しかも、そのことは使用者報告、我々も使ったら毎回誰々が代表で、最近は誰々が出ま

したっていうことで、みんな名前まで出してるわけですから、ある程度事務局でそこを集計すれ

ば、大体村民の方が年間どれぐらいの人数、頭数、延べ利用いただいてるぞっていうことが分か

ると思うんで、その中で村主催のものと個別の主催のものとか、ヴィレステが主催のものとかあ

るので、ぜひそこは把握に努めていただいて、それは一つの課題として取り上げていただきたい

と思いますんで、その点について、改めて村長に一言お願いしたいと思います。

○議長（井藤 稔君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。ヴィレステでの活動につきまして、最初の答弁で私

も申し上げましたとおり、どういったグループがどういった人数構成で、これもいつ活動されて

るかっていうのも当然把握をしてますので、その、何ていうか、受付簿から後から拾うのはちょ

っと大変だという話でありまして、一応その活動を、村民の方がどういった活動をしとられるか

っていうのは把握をしつつ、そして、事務局のほうで、こういったところが新たな活動に結びつ

くんではないか、あるいは新たな講座を開設しながら、そこに参加して来てくださった方に新た

なグループをつくって活動いただけないかというような取組は、これは非常に地道な活動ではあ

りますけれども、こういった基本的なことを事務局のほう、ヴィレステのほうで取り組んでおり

ますので、引き続きそういったことに努めてまいりたいと思います。以上です。

○議員（７番 前田 昇君） ありがとうございました。

○議長（井藤 稔君） 以上で前田昇議員の一般質問を終わります。

・ ・

○議長（井藤 稔君） 以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。

本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでした。

午後２時０２分散会
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